
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
わ
け
る
「
杜
会
問
題
」

　
　
　
　
社
会
政
策
お
よ
び
中
間
層
政
策
の
展
開
圃

と

ノ

本
　
和

良

　
　
　
　
問
題
の
所
在

　
　
　
　
－
　
三
月
前
期
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」

　
　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
　
１
　
「
杜
会
問
題
」
の
性
格
－
第
二
六
巻
第
五
号

　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
Ｕ
　
「
杜
会
問
題
」
発
生
の
原
因
と
「
大
衆
貧
窮
」
１
第
二
六
巻
第
六
号

　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
１
　
三
月
前
期
に
お
げ
る
政
策
の
展
開

　
　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
　
１
　
国
家
的
杜
会
政
策
の
開
始
１
１
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定

　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
１
　
児
童
労
働
を
招
来
し
た
要
因

　
　
　
　
　
　
　
２
　
児
童
労
働
老
の
状
態
－
第
二
八
巻
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
３
　
立
法
過
程

　
　
　
　
　
　
　
○
〇
　
一
八
一
七
年
九
月
五
日
の
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
回
状
１
１
国
家
的
杜
会
政
策
の
出
発
点

　
　
　
　
　
　
　
似
　
一
八
二
四
年
か
ら
一
八
二
七
年
ま
で
の
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
就
学
義
務
を
め
ぐ
る
展
開

　
　
　
　
　
　
　
倒
　
一
八
二
八
年
か
ら
一
八
三
二
年
ま
で
の
ホ
ル
ン
中
将
と
兵
役
義
務
を
め
ぐ
る
展
開
－
第
二
九
巻
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
↑
り
　
一
八
三
五
年
か
ら
一
八
三
七
年
ま
で
の
ラ
イ
ソ
州
長
官
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ソ
州
議
会
を
中
心
と
す
る
展
開

三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
固
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
（
五
六
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

　
　
　
　
　
　
　
働
　
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
成
立
－
以
上
本
号

　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
１
　
中
間
層
政
策
の
開
始
１
－
一
八
四
五
年
の
営
業
令

　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
皿
　
三
月
前
期
に
お
げ
る
政
策
展
開
の
特
徴
と
意
義

　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
皿
　
「
三
月
革
命
」
と
政
策
の
展
開

　
　
　
　
　
〕

　
　
　
　
　
１
　
「
三
月
革
命
」
と
「
杜
会
間
題
」

　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
ｎ
　
中
間
層
政
策
の
展
開
１
１
一
八
四
九
年
の
営
業
令

　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
皿
　
国
家
的
杜
会
政
策
の
展
開
１
－
一
八
五
三
年
法

　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
ｖ
　
「
反
動
期
」
に
お
げ
る
政
策
展
開
の
特
徴
と
意
義

　
　
　
　
　
〔

一
〇
二
（
五
六
四
）

　
３
　
立
　
法
　
過
　
程

　
↑
り
　
一
八
三
五
年
か
ら
一
八
三
七
年
ま
で
の
ラ
ィ
ソ
州
長
官
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
イ
ソ
ク
と
ラ
ィ
ン
州
議
会
を
中
心
と
す
る
展
開

　
似
上
の
よ
う
に
、
ハ
ル
デ
ソ
ベ
ル
ク
の
回
状
指
令
に
始
ま
り
、
そ
の
後
就
学
義
務
と
丘
ハ
役
義
務
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
工
場
児
童

の
保
護
問
題
が
、
政
府
上
層
部
内
部
に
お
げ
る
政
策
の
実
施
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
　
「
上
か
ら
」
展
開
Ｌ
た

の
に
対
し
、
ラ
イ
ソ
州
長
官
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
イ
ン
ク
に
よ
る
一
八
三
五
年
の
提
案
に
端
を
発
し
、
一
八
三
七
年
の
第
五
回
ラ
イ
ソ

州
議
会
を
舞
台
に
展
開
し
た
新
た
な
局
面
は
、
　
「
下
か
ら
」
の
展
開
と
い
う
新
た
な
様
相
を
示
し
た
。
こ
の
新
し
い
展
開
は
、
既
述

の
よ
う
に
工
場
児
童
が
最
悪
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
ラ
イ
ソ
州
か
ら
起
り
、
と
く
に
綿
紡
績
工
場
に
お
け
る
工
場
児
童
問
題
を
一

つ
の
中
心
と
し
て
推
移
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
た
経
遇
は
以
下
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
一
八
二
五
年
五
月
一
四
目
の
閣
令
に
よ
り
、
就
学
に
関
す
る
一
般
国
法
の
規
定
が
ラ
ィ
ン
州
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
・
一
八



三
五
年
六
月
二
〇
日
の
閣
令
は
、
ラ
ィ
ソ
州
当
局
に
こ
の
規
定
の
厳
格
な
遂
行
を
緩
和
す
る
権
限
を
与
え
た
。
こ
れ
ま
で
欠
席
児
童

に
対
し
て
刑
事
訴
証
手
続
き
が
行
な
わ
れ
て
い
た
地
方
に
対
し
て
、
行
政
手
続
き
が
行
た
わ
れ
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
■
の
結
果
・
従
来
欠
席
児
童
の
問
題
が
軽
犯
罪
即
決
裁
判
所
判
事
の
権
限
に
属
し
、
裁
判
官
が
こ
の
権
限
を
行
使
し
て
い
た
の
に
対

し
、
こ
の
問
題
が
警
察
行
政
官
庁
の
権
限
に
移
さ
れ
、
児
童
の
欠
席
に
対
し
て
有
罪
を
宣
せ
ら
れ
た
両
親
、
ま
た
は
両
親
の
法
的
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

理
人
に
対
す
る
二
四
時
問
の
拘
禁
罰
に
代
っ
て
、
事
情
に
１
よ
っ
て
は
一
タ
ー
ラ
ー
ま
で
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
」
う
し
た
変
更
は
就
学
を
保
障
す
る
意
図
で
も
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
諸
関
係
が
そ
の
作
用
を
無
効
に
し
た
。
両

親
の
収
入
の
低
い
家
庭
で
は
幼
少
の
児
童
ポ
エ
場
に
働
き
に
出
さ
ざ
る
を
得
ず
、
貧
乏
ゆ
え
に
貨
幣
罰
の
執
行
は
不
可
能
で
あ
り
、

拘
置
す
れ
ば
晴
ダ
家
族
の
生
計
費
を
負
担
し
淳
れ
窪
ら
な
く
な
る
。
し
た
が
一
て
、
罰
苫
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。

ま
た
・
児
童
を
無
差
別
に
雇
傭
す
る
工
場
主
を
提
訴
す
る
法
的
権
限
も
欠
如
し
て
い
た
の
で
、
九
歳
未
満
の
児
童
の
就
学
を
保
障
し
、

９
歳
以
上
の
児
童
の
夜
間
学
校
ま
た
は
目
曜
学
校
へ
の
通
学
を
保
障
す
る
よ
う
に
工
場
主
に
提
案
し
て
も
、
こ
れ
を
受
げ
入
れ
な
い

工
場
主
が
必
ず
生
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
提
案
に
１
服
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
・
服
さ
な
い
工
場
主
に
対
し
て
生
産
費
に
お
い
て
不
利
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

な
る
の
で
、
こ
う
し
た
提
案
も
効
果
が
な
か
っ
た
。

　
ラ
イ
ソ
州
の
工
場
地
域
に
お
げ
る
こ
う
し
た
悲
し
む
べ
き
教
育
の
状
況
が
、
一
八
三
五
年
六
月
一
六
日
に
ア
ー
ヘ
ソ
商
業
会
議
所

に
ょ
っ
て
実
例
を
あ
げ
て
説
明
さ
れ
た
。
ア
ー
ヘ
ソ
と
ブ
ル
ト
シ
ヤ
ィ
ト
の
両
市
に
お
い
て
の
み
で
八
○
Ｏ
人
も
の
児
童
が
教
育
を

受
げ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
例
が
ラ
ィ
ソ
州
長
官
ポ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
イ
ソ
ク
の
関
心
を
強
く
惹
き
、
法
的
干
渉
の
必

要
を
痛
感
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
、
た
だ
ち
に
工
場
児
童
数
の
多
い
ヶ
ル
ソ
、
デ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
、
ア
ー
一
ソ
の
三
県
に
対

し
て
教
育
の
状
況
と
改
善
方
法
に
っ
い
て
の
報
告
を
求
め
た
。
っ
い
で
、
こ
れ
に
関
す
る
命
令
（
く
。
、
。
、
｛
目
一
目
・
・
）
は
、
純
粋
に
・
州
の

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
砲
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
（
五
六
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
（
五
六
六
）

間
題
で
あ
り
、
工
場
の
利
害
は
第
三
身
分
の
代
表
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
得
る
が
ゆ
え
に
、
州
の
等
族
（
零
◎
ま
冨
邑
。
・
註
己
¢
）
に
よ
っ

て
討
議
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
っ
て
、
　
「
工
場
で
働
く
就
学
義
務
の
あ
る
児
童
の
た
め
に
十
分
な
学
校
教
育
と
宗

教
教
育
を
保
障
す
る
た
め
の
州
命
令
」
の
草
案
（
穿
尋
冒
｛
９
屋
二
も
８
く
巨
Ｎ
匡
彗
く
胃
◎
ま
昌
湯
昌
『
○
。
一
〇
プ
胃
冒
。
ｑ
ｑ
易
。
ｑ
彗
濤
彗
ｑ
彗

・
。
。
・
目
一
．
自
目
事
侵
・
暮
一
弩
一
・
菱
肇
享
；
彗
句
・
薫
・
二
馨
嚢
冨
。
・
・
巨
呂
姜
冨
窒
一
、
一
を
起
草
し
尊

　
こ
の
草
案
は
、
一
八
三
九
年
三
月
九
日
の
児
童
保
護
規
定
の
最
初
の
基
礎
と
た
り
、
工
場
児
童
の
精
神
的
教
育
を
保
障
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た
。
命
令
は
六
条
か
ら
な
り
、
そ
の
要
点
は
、
ｃ
Ｄ
す
べ
て
の
児
童
は
三
年
問
の
正
規
の
教
育
を
受
げ
る
こ
と
、
の

一
二
歳
未
満
の
児
童
は
半
日
労
働
で
、
七
時
問
以
上
働
か
せ
て
は
な
ら
な
い
、
ゆ
た
だ
し
、
工
場
主
が
児
童
の
教
育
を
保
障
す
る
工

場
学
校
を
設
立
す
れ
ぱ
、
以
上
の
観
定
は
適
用
さ
れ
な
い
、
↑
り
違
反
し
た
ぽ
あ
い
、
工
場
主
か
ら
児
童
一
人
当
た
り
一
～
一
〇
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

ラ
ー
の
罰
金
を
徴
収
、
の
四
点
で
あ
る
。

　
一
八
三
五
年
一
一
月
二
〇
日
に
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
イ
ソ
ク
は
、
こ
の
草
案
を
文
相
と
、
シ
ュ
ツ
ク
マ
ソ
の
以
前
の
商
業
管
轄
領
域

を
引
き
継
い
だ
商
業
．
製
造
業
お
よ
び
土
木
建
築
の
行
政
長
官
ロ
ー
タ
ー
（
Ｏ
ざ
｛
ｏ
９
０
彗
ｏ
邑
く
雲
§
岸
旨
胴
｛
旨
霊
己
具
霊
裏
軍

巨
。
二
目
｛
団
、
目
ミ
、
。
。
、
ｐ
向
、
。
、
－
、
目
、
内
。
亭
ｏ
、
）
に
送
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
弊
害
の
実
状
報
告
を
付
し
、
こ
の
草
案
を
国
王
の
提
案
に

よ
っ
て
ラ
ィ
ソ
州
議
会
に
お
い
て
討
議
す
る
よ
う
に
取
り
計
っ
て
欲
し
い
と
要
望
し
た
。
し
か
し
、
当
時
文
相
は
教
会
と
の
闘
い
に

忙
殺
さ
れ
て
行
動
を
起
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
イ
ソ
ク
は
、
ラ
ィ
ソ
州
の
工
業
地
帯
を
旅
行
す
る
た
び
に
法
的
措

置
の
必
要
を
確
信
し
、
一
年
後
の
一
八
三
六
年
一
一
月
一
八
日
に
提
案
を
再
度
行
な
っ
た
。
ロ
ー
タ
ー
も
ま
た
、
全
王
国
へ
の
命
令

が
個
々
の
州
に
お
げ
る
命
令
よ
り
も
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
文
相
の
関
心
を
喚
起
す
る
た
め
、
児
童
の
状
態
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

報
告
を
再
度
求
め
た
。



文
相
は
・
各
州
の
命
令
が
重
要
な
の
で
は
な
い
と
の
ロ
ー
タ
ム
意
見
に
同
意
・
た
が
、
ラ
イ
ソ
州
に
工
場
児
童
が
最
喜
い
こ

と
か
ら
・
草
案
を
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
提
案
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
文
相
は
、
ボ
ー
デ
ル
シ
ユ
ヴ
イ
ソ

ク
の
提
案
の
み
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
従
来
の
全
経
過
と
一
八
三
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
（
。
。
・
、
』
．
ミ
；
、
冒
一
＜
。
、
Ｏ
．
Ｈ
冨
）

を
考
慮
に
入
れ
て
・
「
児
童
の
工
場
と
製
造
業
へ
の
一
雇
傭
に
よ
り
年
少
妻
脅
か
す
弊
害
を
除
去
し
、
防
止
す
る
一
命
令
一
。
、
、
、

く
婁
姜
ぎ
買
蓑
一
一
夏
昌
ミ
葦
夏
・
二
目
・
・
茸
雪
暮
け
菅
邑
、
、
冒
箏
・
、
、
一
目
司
、
げ
、
豪
、
目
一
目
；
、
、
目
一
、
庁
け
弓
、
。
箏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

ｑ
轟
盲
。
・
ｇ
竃
ｏ
ぎ
≧
冨
げ
¢
宇
◎
ぎ
己
彗
竃
暮
轟
昌
ぎ
、
。
）
を
作
成
さ
せ
た
。

ボ
ー
デ
ル
ニ
ヴ
ィ
ソ
ク
の
草
委
た
だ
ち
に
ラ
ィ
ソ
州
議
会
に
上
程
す
る
気
運
は
熟
し
て
い
た
。
ラ
イ
ソ
州
長
官
が
提
案
を
再

度
行
な
一
た
直
後
・
ヴ
一
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
州
長
官
フ
イ
ソ
ケ
妄
た
ラ
ィ
ソ
州
長
官
の
草
案
を
補
モ
て
、
ヴ
ヱ
ス
ト
フ
ア
ー
レ

ソ
州
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
文
相
に
乞
う
た
し
、
世
論
も
差
法
的
干
渉
を
要
求
し
て
高
ま
つ
て
い
た
。
一
八
三
七
年
三
月
二

日
に
バ
ル
メ
ソ
の
工
場
で
働
い
て
い
た
三
歳
の
少
女
が
、
自
分
の
不
注
意
か
ら
数
グ
ロ
ツ
シ
エ
ソ
を
賃
銀
か
ら
差
し
引
か
れ
る
こ

と
に
な
り
・
親
の
折
濫
を
恐
れ
て
ヴ
ッ
パ
ー
河
長
身
自
殺
を
は
か
る
と
い
う
事
件
が
圭
た
。
こ
の
事
件
が
バ
ル
メ
ソ
の
地
方
紙

「
ラ
イ
ソ
．
ヴ
一
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
・
ア
ソ
ツ
ア
ィ
ガ
ー
冨
麦
箏
葦
－
婁
豪
一
葦
ぎ
。
局
、
、
一
一
に
よ
つ
て
報
ぜ
ら
れ
、
児

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

童
保
護
の
世
論
が
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
論
説
を
書
い
た
の
が
、
一
八
三
七
年
五
月
二
一
日
に
ー
召
集
さ
れ
た
第
五
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
・
お
い
て
活
躍
し
た
バ
ル
メ
ソ
選

出
の
議
員
Ｊ
・
シ
一
一
ル
ー
で
あ
一
た
。
干
デ
ル
シ
ユ
ヴ
イ
ソ
ク
は
政
府
特
別
任
命
委
員
一
、
、
づ
、
け
、
・
、
。
。
斤
。
”
鴛
、
一
ア
け
、
議
会

に
参
加
し
た
が
・
州
議
会
に
草
菱
提
出
す
る
こ
と
を
露
し
た
後
、
召
集
直
前
に
提
案
を
決
意
し
、
結
局
州
の
等
族
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

議
権
を
を
・
Ｊ
・
二
一
ル
ト
に
よ
り
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
か
れ
は
、
第
五
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
お
い
て
、
の
ち
に
み

　
　
　
　
三
月
前
期
９
フ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
固
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
（
五
六
七
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
（
五
六
八
）

る
よ
う
尤
児
童
保
護
の
急
先
鋒
と
な
っ
て
活
躍
し
た
の
で
あ
る
が
、
審
議
過
程
の
考
察
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
か
れ
の
伝
記
を

辿
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
保
護
の
主
張
が
い
か
な
る
経
済
的
利
害
と
か
か
わ
り
合
っ
て
い
た
の
か
、
の
検
出
を
試
み
た
い
と
思
な

　
Ｊ
．
シ
ュ
ハ
ル
ト
は
一
七
八
二
年
三
月
三
日
に
バ
ル
メ
ソ
で
生
ま
れ
た
。
か
れ
の
祖
父
は
バ
ル
メ
ソ
最
初
の
麻
綿
交
織
織
物
業

（
ｃ
。
｛
、
昌
。
。
。
。
箏
、
考
。
げ
。
、
。
一
）
の
設
立
者
で
あ
り
、
か
れ
は
富
裕
な
製
造
業
者
兼
商
人
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
か
れ
自
身
織
物
業
者

（
吋
。
。
。
岸
、
、
、
。
－
目
、
、
考
、
げ
、
、
。
一
）
で
も
あ
り
、
厳
格
な
改
革
派
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
を
受
け
た
。
か
れ
は
事
実
上
の
都
市
貴
族
（
９
箏
３
↑

・
。
叫
。
；
。
｝
、
。
。
勺
、
一
、
一
、
一
、
け
）
と
し
て
、
　
一
八
〇
九
年
か
ら
一
八
四
六
年
ま
で
公
的
活
動
を
行
な
っ
た
〔
一
八
〇
九
年
～
一
八
一
四
年
・
一
八

三
〇
年
土
八
…
年
に
市
参
事
会
員
一
・
。
一
、
串
、
、
ｏ
、
一
八
二
六
年
－
一
八
四
三
年
に
ラ
イ
ソ
州
議
会
議
員
、
一
八
三
〇
年
～
一
八
四
六
年
に
商
業

　
　
　
（
１
０
）

会
議
所
会
員
〕
。

か
れ
が
い
か
な
る
経
済
的
利
害
と
か
か
わ
り
合
つ
て
い
た
の
か
、
を
知
る
た
め
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
・
っ
ぎ
の
三
っ
の
活
動

で
あ
る
。
第
一
は
、
商
業
同
盟
、
の
ち
の
関
税
同
盟
思
想
の
ヴ
ヅ
バ
ー
タ
ー
ル
に
お
け
る
最
初
の
主
張
者
（
｛
ｇ
¢
易
試
く
胃
ぎ
軍
胃

。
。
。
。
。
、
。
凹
目
斤
。
箏
。
。
。
、
。
。
。
凹
目
。
、
一
－
。
く
、
、
。
一
目
。
。
昌
身
一
け
三
己
・
一
一
霊
易
ぎ
妻
。
亘
呂
と
し
て
‘
の
活
躍
で
あ
る
・
か
れ
は
二
八

一
九
年
三
月
二
八
是
、
自
分
が
発
行
人
で
あ
る
「
ラ
ィ
ン
・
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ソ
・
ア
ソ
ツ
ァ
ィ
ガ
ー
一
に
論
説
を
書
き
・

ド
ィ
ツ
は
諸
外
国
の
市
場
か
ら
高
関
税
に
よ
り
遮
断
さ
れ
て
い
る
の
に
、
か
れ
ら
の
た
め
の
公
開
の
市
場
に
次
っ
て
い
る
と
し
て
・

「
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
が
、
公
平
な
商
業
条
約
に
同
意
す
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ソ
ス
の
工
業
に
対
・
て
敵
意
が
向

け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
か
れ
は
追
求
す
べ
き
窮
極
の
目
標
を
自
由
貿
易
に
求
め
て
い
湖
～

第
二
に
、
か
れ
は
一
八
二
〇
上
八
三
〇
年
代
に
繋
関
税
に
対
す
る
反
対
運
動
を
行
な
一
て
い
る
・
そ
の
理
由
は
一
一
つ
あ
一
た
・

享
、
か
れ
は
、
一
八
二
六
年
の
論
説
で
、
オ
ラ
ソ
ダ
の
紡
績
業
が
関
税
保
護
に
よ
一
て
繁
栄
を
き
た
し
た
の
は
・
畠
で
紡
い
だ



撚
糸
と
・
そ
註
よ
り
製
造
さ
れ
た
織
物
を
昌
に
お
い
て
消
費
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
で
は
織
物

を
輸
出
し
て
い
る
の
で
・
原
料
に
課
税
す
れ
ぽ
外
震
お
げ
る
競
争
が
不
可
能
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
反
対
し
て
い
る
。
繋
関
税

反
対
の
第
二
の
理
崖
・
紡
績
工
場
が
労
薯
と
児
童
を
搾
取
し
て
い
る
と
の
杜
会
的
良
心
か
ら
す
る
反
対
で
虐
。
紡
績
工
場
は

ヴ
ッ
バ
ー
タ
ー
ル
で
は
殆
ん
ど
発
展
せ
ず
、
バ
ル
メ
ソ
に
二
っ
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
惨
苦
の
随
屋
（
Ｈ
、
昌
昌
、
、
、

肇
竃
一
で
あ
一
て
・
そ
こ
で
の
年
少
労
働
者
が
肉
体
的
に
無
神
的
に
皐
具
に
な
つ
て
い
る
と
し
て
紡
績
工
髪
攻
撃
し
た
の
で

あ
毫
こ
う
し
て
か
れ
は
・
工
業
が
発
達
す
る
と
恐
慌
に
よ
る
打
撃
を
受
げ
る
と
と
芝
、
労
働
者
が
奴
隷
に
な
る
と
の
理
由
か
ら
、

守
旧
的
な
反
工
業
主
義
の
立
婁
と
り
、
保
護
関
税
を
主
張
し
た
一
ル
バ
ー
フ
エ
ル
ト
出
身
の
フ
オ
ソ
．
デ
ア
．
一
イ
ト
＄
一
・
、
一
。
。
け

§
宥
雲
一
一
と
一
八
四
三
年
の
第
七
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
お
い
て
対
立
し
、
ラ
イ
ソ
初
期
自
由
派
と
も
、
ま
た
同
郷
人
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

Ｆ
一
エ
ソ
ゲ
ル
ス
と
も
異
な
っ
た
道
を
歩
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
・
か
れ
は
二
八
二
六
年
に
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
覚
書
き
を
提
出
し
、
ド
ィ
ツ
諸
邦
問
で
の
鋳
貨
制
度
の
統
一
と
関
税
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
４
）

一
へ
の
努
力
を
国
王
に
乞
う
提
案
を
行
た
っ
て
い
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
つ
ぎ
の
結
論
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
は
、
初
期
の
か
れ
の
関
税
同
盟
一
の
関
心
が
、
保
護
関
税

に
よ
る
罠
的
工
業
の
育
成
に
向
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
畠
関
税
の
統
一
に
よ
る
国
内
商
品
流
通
の
促
進
に
向
げ
ら
れ
て

い
た
と
い
う
点
で
あ
る
・
し
た
が
一
て
、
反
工
業
主
義
と
商
人
の
立
場
に
立
脚
し
、
保
護
関
税
よ
り
高
爵
税
の
統
一
を
求
め
て

　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

い
た
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
・
こ
う
し
た
立
場
は
・
か
れ
自
身
織
物
業
者
で
あ
一
た
こ
と
と
相
ま
つ
て
、
何
よ
り
も
ヴ
ツ
パ
、
タ
、
ル
に
淳
る
あ
る

一
部
の
織
物
業
の
経
済
的
利
害
と
一
致
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
・
シ
ユ
一
ル
ト
の
織
物
業
の
経
営
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
三
月
前
期
の
・
フ
ロ
ィ
セ
ソ
に
ぎ
る
「
杜
会
問
題
一
砲
一
川
本
一
　
　
　
　
一
〇
七
一
五
六
九
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
一
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
一
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
一
五
七
〇
一

か
れ
の
活
動
か
ら
経
営
内
容
を
推
察
す
れ
ば
、
原
料
基
讐
主
と
し
て
輸
入
綿
糸
に
お
き
、
製
品
の
露
を
主
と
し
て
外
国
市
場
と

ド
イ
ツ
諸
邦
に
も
つ
間
屋
制
的
経
営
が
浮
か
び
上
っ
て
く
埜

と
こ
ろ
で
、
。
．
一
リ
ソ
グ
は
、
「
シ
ユ
一
ル
ト
は
、
自
分
自
身
が
織
物
業
者
で
あ
一
た
け
れ
ど
も
・
決
し
て
自
已
の
利
益
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

繋
保
護
に
反
対
し
た
の
で
窪
か
つ
た
一
と
述
べ
、
Ｗ
・
ヶ
ル
一
ソ
も
、
「
経
済
的
ま
た
は
政
治
的
考
察
か
れ
の
態
度
を
決
定

し
た
の
で
は
な
く
、
博
愛
的
考
慮
、
っ
ま
り
…
キ
リ
ス
ー
者
の
同
胞
に
対
す
る
杜
会
的
責
任
を
呼
び
起
す
…
…
キ
リ
ス
ト
教
的
隣

人
愛
か
ら
発
す
る
前
工
業
的
、
前
杜
会
政
策
的
杜
会
福
祉
思
壽
二
・
葦
。
・
肇
彗
～
乙
・
曇
一
一
季
姜
易
一
雲
星

ミ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

カ
カ
れ
の
態
度
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
一
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｊ
・
シ
一
一
ル
ー
が
繋
関
税
に
反
対
し
・
児
童
保
護
を

主
張
し
た
理
由
の
；
に
キ
リ
ス
ト
教
的
博
愛
思
想
が
あ
つ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
か
れ
自
身
紡
績
工
場
に
淳
る
児
童
保
護

問
題
以
外
の
経
済
間
題
に
対
し
て
圭
鋳
塞
言
を
行
な
一
て
い
る
こ
と
か
ら
、
経
済
的
利
害
関
係
差
た
作
用
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
雲
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
淳
る
児
童
保
護
を
め
ぐ
る
審
議
に
お
い
て
・
Ｊ
．
シ
一
一
ル
ト

の
提
案
に
真
向
か
ら
対
立
し
た
の
は
綿
紡
績
工
場
地
域
の
代
表
で
あ
一
た
。
っ
ぎ
に
審
議
過
程
の
考
察
に
す
す
む
こ
と
に
し
よ
う
・

第
五
回
ラ
ィ
、
州
議
会
に
お
い
て
プ
ロ
ィ
セ
ソ
最
初
の
児
童
保
護
を
め
ぐ
る
討
議
が
一
八
三
七
年
七
月
六
是
行
な
わ
れ
た
・

す
な
わ
ち
、
六
月
；
是
・
．
シ
ユ
一
ル
ト
が
州
長
官
の
菱
に
一
定
の
修
正
を
施
し
て
・
州
議
会
に
対
し
て
児
童
保
護
の
発
議

（
Ｈ
目
ま
、
ま
、
、
づ
一
、
”
・
・
）
を
行
な
い
、
七
月
六
日
に
討
議
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
一
秋
ポ

享
、
ク
ネ
ト
ゲ
ソ
ス
議
員
一
ト
げ
一
、
・
、
。
畠
け
・
内
暑
易
一
が
、
・
・
シ
一
一
ル
ー
の
提
案
し
た
ず
デ
ル
シ
一
ヴ
ィ
ン
ク
の
児

童
嚢
草
案
に
対
す
る
第
八
責
会
一
、
教
会
と
学
校
間
題
委
員
会
一
一
竺
』
・
。
・
。
。
婁
－
ぎ
馨
葛
崖
曇
一
・
彗
－
旨
豪
巨
彗
箪

、
帽
、
箏
プ
。
、
一
。
箏
一
の
判
定
と
し
て
、
提
案
を
支
持
す
る
と
報
告
し
、
と
く
に
綿
紡
績
工
場
に
淳
る
児
童
の
悲
惨
さ
を
紹
介
し
博
っ



い
で
、
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
は
、
バ
ル
メ
ソ
の
オ
ー
バ
ー
ニ
ム
プ
ト
の
紡
績
工
場
（
ｃ
。
旦
昌
胃
込
く
昌
９
胃
彗
員
－
目
霊
昌
竃
）
を
例
に

挙
げ
、
衛
生
技
官
（
寄
ｏ
曾
｝
豆
宥
『
）
が
、
そ
の
惨
苦
の
晒
屋
（
ま
ｏ
豪
巨
彗
｛
霧
忘
昌
豪
易
）
に
児
童
を
一
〇
時
問
も
閉
じ
込
め
て

お
く
と
、
身
体
が
不
具
と
た
り
、
衰
弱
す
る
と
確
言
し
た
こ
と
を
紹
介
し
、
っ
い
で
こ
こ
で
の
悲
惨
な
状
況
を
説
明
し
、
さ
ら
に
事

態
は
フ
ラ
ソ
ス
の
紡
績
工
場
で
も
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
、
工
場
主
の
利
害
を
弁
護
す
る
声
の
み
高
く
、
労
働
者
の
運
命
を
改
善
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
１
）

る
声
は
稀
で
あ
る
が
、
児
童
が
激
し
い
奴
隷
奉
仕
を
行
な
う
な
ら
ば
、
か
れ
の
全
人
生
が
悲
惨
な
も
の
に
な
る
と
訴
え
た
。

　
こ
れ
に
対
す
る
反
論
は
、
ま
ず
、
ロ
ソ
ス
ド
ル
フ
選
出
の
バ
ゥ
ル
議
員
（
ｑ
胃
豪
冒
ト
昇
８
己
星
試
く
Ｏ
箏
霊
膏
局
◎
易
｛
◎
凸
）
に

よ
り
な
さ
れ
た
。
か
れ
は
、
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
の
主
張
が
問
違
っ
た
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
工
場
児
童
の
状
態
は
そ
れ

ほ
ど
悲
惨
で
は
な
く
、
農
村
に
ー
お
け
る
過
剰
人
口
が
仕
事
と
バ
ソ
を
求
め
て
工
場
に
吸
収
さ
れ
て
お
り
、
工
場
が
な
け
れ
ぱ
、
救
貧

税
（
ぎ
竃
邑
豊
８
を
増
徴
し
た
げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
、
工
場
を
弁
護
し
た
。
ゴ
ヅ
ホ
議
員
（
｛
胃
鶉
旨

き
。
・
８
邑
亮
試
く
旨
○
◎
争
〔
Ｃ
・
叶
彗
胃
９
昌
｝
旨
胃
司
旨
鼻
〕
）
も
ま
た
、
工
業
の
発
展
が
余
り
に
も
暗
く
述
べ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
発
展
す
る
こ
と
に
よ
り
児
童
の
収
入
も
多
く
な
り
、
農
産
物
の
消
費
も
増
大
し
て
、
農
民
の
経
済
状
態
も
改
善
さ
れ
る
の
で
、

中
庸
を
え
た
法
律
の
保
護
（
ｏ
．
ｏ
ぎ
ｓ
昌
旨
ｇ
○
馨
ｓ
が
好
ま
し
く
、
外
国
の
競
争
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
工
業
の
存
続
が
不
可
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
）

な
る
よ
う
な
制
限
は
設
げ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
述
べ
た
。

　
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
ヘ
の
反
論
の
た
か
で
は
、
綿
紡
績
工
場
の
発
展
し
て
い
た
グ
ラ
ー
ト
バ
ッ
ハ
選
出
の
ベ
リ
ン
グ
議
員
（
｛
胃
鶉
冒

き
。
・
８
＆
篶
ａ
団
８
旨
畠
〔
Ｏ
・
奮
罫
９
〕
）
の
主
張
が
と
り
わ
け
注
目
を
惹
く
。
既
述
の
よ
う
に
か
れ
自
身
綿
紡
績
工
場
主
で
あ
り
、
当

時
か
れ
の
工
場
で
は
一
〇
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
の
児
童
を
六
五
名
、
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
を
四
〇
名
、
一
四
歳
か
ら
一
六
歳
ま

で
を
六
九
名
使
用
し
て
い
た
。
か
れ
は
、
自
分
の
工
場
か
ら
二
、
三
の
資
料
を
示
し
て
、
　
「
成
人
か
ら
そ
れ
た
」
で
は
困
る
賃
銀
の

　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
間
題
」
固
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
（
五
七
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
（
五
七
二
）

六
分
の
一
が
失
わ
れ
る
が
ゆ
え
に
」
提
案
に
反
対
し
た
。
そ
し
て
、
一
方
に
お
い
て
児
童
の
肉
体
的
、
緒
神
的
状
態
に
対
す
る
配
慮

を
し
よ
う
と
し
て
、
他
方
で
両
親
自
身
と
家
族
か
ら
生
計
費
を
調
達
す
る
手
段
を
減
少
さ
せ
る
こ
ど
は
許
さ
れ
な
い
。
わ
た
し
の
経

験
で
は
、
子
供
に
と
り
危
険
の
た
い
労
働
時
問
と
し
て
一
二
時
問
が
適
度
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
っ
た
一
人
の
児
童
が
、
か
れ
に
割

り
当
て
ら
れ
た
仕
事
か
ら
除
か
れ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
は
連
鎖
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
全
体
が
停
止
し
て
し
ま
う
。
収

入
減
少
の
危
機
、
お
よ
び
経
営
を
継
続
す
る
た
め
に
児
童
の
果
し
て
い
る
役
割
と
に
同
時
に
注
目
す
る
た
ら
ば
、
こ
の
こ
と
を
理
解

し
得
る
で
あ
ろ
う
。
児
童
は
ま
た
、
多
く
の
工
場
主
に
と
り
「
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
し
て
競
争
を
行
な
う
」
た
め
、
生
産
費
を
節
約
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

る
手
段
と
し
て
も
必
要
で
あ
る
、
と
。

　
以
上
の
工
場
児
童
の
保
護
を
め
ぐ
る
審
議
過
程
か
ら
、
と
り
わ
げ
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
と
ベ
リ
ソ
グ
の
応
酬
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、
児
童
の
保
護
を
め
ぐ
る
対
立
の
背
後
に
、
撚
糸
関
税
を
め
ぐ
る
織
物
業
と
綿
紡
績
工
場
と
の
経
済
的
利
害
の
対
立
も
ま
た
伏

在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
の
提
案
は
、
賛
成
六
〇
票
、
反
対
九
票
の
圧
倒
的
多
数
で
も
っ
て
可
決
さ
れ
た
。
そ
の
原
因
は
、

州
議
会
議
員
の
う
ち
、
土
地
所
有
貴
族
が
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
提
案
の
支
持
に
廻
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
第
五
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
の
人

　
　
　
　
　
　
　
（
２
４
）

的
構
成
は
第
二
〇
表
の
如
く
で
あ
っ
た
。
そ
の
構
成
は
、
土
地
所
有
貴
族
三
〇
名
、
都
市
代
表
二
五
名
、
農
村
代
表
二
五
名
で
あ
る
。

土
地
所
有
貴
族
は
、
児
童
保
護
問
題
に
対
し
て
嬢
踏
い
が
ち
で
無
関
心
で
あ
っ
た
が
、
ボ
ソ
選
出
の
郡
長
ヒ
メ
ソ
　
（
－
竃
一
邑
き

男
昌
昌
彗
ｐ
易
雰
昌
）
が
、
　
「
工
場
都
市
出
身
の
年
少
者
が
虚
弱
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
不
足
分
は
、
農
村
地
域
（
－
彗
鼻
『
碁
）

に
割
り
当
て
ら
れ
て
補
充
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
、
賛
成
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
工

場
労
働
者
か
ら
の
新
兵
の
補
充
の
不
足
分
が
農
業
労
働
者
に
よ
り
調
整
さ
れ
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
、
と
の
指
摘
が
、
当
時
す
で
に
農
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１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
に
よ
り
、

農
業
人
口
の
減
少
に
対
Ｌ
て
不
安
を

抱
い
て
い
た
土
地
所
有
貴
族
を
児
童

保
護
の
賛
成
の
側
に
立
た
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
２
５
）

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
審
議
過
程
と
そ
の
結
果
か

ら
、
っ
ぎ
の
三
点
に
注
目
し
た
い
と

思
う

。
第
一
は
、
工
場
児
童
の
保
護

問
題
が
ラ
イ
ソ
州
議
会
で
採
り
あ
げ

ら
れ
る
に
当
っ
て
は
、
就
学
義
務
の

問
題
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
問
題
が
州
議
会
を
通
過

す
る
に
さ
い
し
て
は
、
兵
役
義
務
の

問
題
が
重
要
た
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
こ

れ
ま
で
児
童
保
護
を
必
要
と
す
る
根

拠
と
さ
れ
た
二
つ
の
問
題
が
、
と
も

三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
田
（
川
本
）

一
二
二
（
五
七
五
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
（
五
七
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
）

に
第
五
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
を
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
児
童
保
護
に
賛
成
す
る
中

心
勢
カ
が
、
織
伽
業
を
営
み
、
保
守
的
思
考
を
も
っ
間
屋
商
人
と
土
地
所
有
貴
族
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、

「
三
月
革
命
」
後
に
お
げ
る
児
童
保
護
要
求
の
担
い
手
が
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
技
術
の
進
歩
に
立
脚
し
た
開
明
的
資
本
家
で
あ
っ

た
こ
と
と
対
比
し
て
、
　
「
三
月
革
命
」
を
挾
む
前
後
の
時
期
に
お
け
る
産
業
革
命
の
進
展
の
度
合
い
の
相
違
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
第
三
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
対
比
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
げ
る
児
童
保
護
の
要
求
の
担
い
手
が
開
明
的
資
本
家
で
あ
っ

た
と
い
う
点
の
み
で
な
く
、
議
会
立
法
で
成
立
し
た
工
場
法
が
「
上
か
ら
」
の
性
格
を
も
っ
た
の
に
対
し
、
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
お
げ

る
保
守
的
、
守
旧
的
資
本
家
の
側
か
ら
す
る
工
場
法
の
提
起
が
「
下
か
ら
」
の
性
格
を
も
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
の
相
違

は
、
両
国
に
お
げ
る
産
業
革
命
の
進
展
度
の
差
異
を
示
す
の
み
で
な
く
、
市
民
革
命
を
経
過
し
た
イ
ギ
リ
ス
と
未
経
過
の
プ
回
イ
セ

ソ
と
の
、
議
会
そ
の
も
の
お
よ
び
議
会
に
お
げ
る
資
本
の
代
表
の
も
つ
意
義
の
相
違
を
も
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ド
レ
ツ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〃
）

第
五
回
ラ
ィ
ソ
州
議
会
を
通
過
し
た
児
童
保
護
の
規
定
は
、
一
八
三
七
年
七
月
二
〇
日
に
上
奏
文
を
付
し
て
国
王
に
送
付
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ソ
ト
タ
ー
ク
ス
コ
ミ
サ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ー
ト
ア
ハ
テ
ン

ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
は
、
最
高
国
家
機
関
の
関
与
が
確
実
で
あ
る
と
信
じ
、
政
府
特
別
任
命
委
員
と
し
て
、
こ
れ
に
覚
書
き

を
付
し
て
上
奏
文
を
弁
護
ｔ
た
。
覚
書
き
で
は
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
と
ア
ー
ヘ
ソ
の
県
庁
の
提
案
に
も
と
づ
い
て
、
鉱
山
業
、
冶

金
所
、
砕
鉱
場
（
雰
渇
一
｝
葦
彗
－
旨
ｑ
勺
◎
争
考
實
ぎ
）
に
お
げ
る
児
童
の
夜
問
労
働
の
禁
止
と
規
定
の
拡
大
に
つ
い
て
の
二
項
目
を

　
　
　
　
　
（
２
９
）

追
加
提
案
し
た
。
こ
う
し
て
舞
台
は
ベ
ル
リ
ソ
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
　
○
・
穴
・
声
ま
◎
Ｐ
中
申
○
二
。
。
ｏ
～
き
．
　
こ
こ
で
も
、
第
五
回
ラ
ィ
ソ
州
議
会
に
お
げ
る
審
議
過
程
を
除
い
て
、

　
　
ソ
ト
ソ
に
依
拠
し
て
叙
述
を
す
す
め
る
の
で
、
そ
の
他
の
文
献
を
挙
げ
て
お
く
な
ら
ぽ
っ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

　
声
・
弓
｝
乍
Ｐ
　
じ
Ｕ
９
河
叫
ぴ
ｑ
Ｏ
Ｎ
■
Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
巨
Ｏ
巨
¢
Ｏ
胃
○
易
９
Ｎ
Ｏ
ｑ
¢
げ
■
箏
四
自
■
｛
く
胃
ミ
呂
巨
箏
讐
　
胃
．
－
　
Ｕ
Ｏ
暮
Ｏ
Ｏ
Ｏ
戸

主
と
し
て
Ｇ
・
Ｋ
一
ア

ｐ
申
○
二
　
昌
～
Ｈ
Ｈ
．

－
．



　
　
胃
９
９
凹
．
Ｐ
○
二
。
。
○
ｍ
～
。
。
０
０
．
甲
事
．
卑
ま
昌
竈
。
・
９
中
申
○
．
一
お
べ
～
お
Ｏ
．
≠
嚢
一
ぎ
彗
貝
Ｕ
庁
声
ま
ぎ
鷺
ま
二
冨
註
一
〇
プ
彗

　
　
○
つ
◎
Ｎ
邑
ｏ
◎
罧
昇
昌
閉
～
昌
べ
．
－
．
声
３
与
茅
一
ｐ
ｐ
○
．
一
８
～
。
。
Ｈ
．
キ
９
邑
¢
ｐ
～
．
２
０
二
Ｈ
閉
～
ミ
．

（
２
）
　
〇
一
穴
一
声
ま
ｏ
Ｐ
ｐ
一
Ｐ
○
二
仁
〇
一

（
３
）
望
ｑ
二
き
～
芦

（
４
）
　
向
匡
二
芦
～
鼻
た
お
、
草
案
は
六
条
か
ら
な
り
、
つ
ぎ
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
　
　
「
就
学
義
務
の
あ
る
児
童
の
工
場
へ
の
雇
傭
を
必
要
と
す
る
ラ
ィ
ソ
州
の
諸
地
方
に
お
い
て
も
、
地
方
的
な
諾
関
係
が
こ
れ
ら
の
児
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ヴ
イ
ソ
ツ
ィ
ァ
ル
シ
ュ
テ
ソ
デ

　
　
か
ら
必
要
な
学
校
教
育
と
宗
教
教
育
を
奪
わ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
忠
実
た
州
　
の
　
等
　
族
の
意
見
を
傾
聴
す

　
　
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
っ
ぎ
の
こ
と
を
定
め
た
。

　
　
　
第
一
条
、
い
か
な
る
児
童
も
、
少
た
く
と
も
三
年
問
正
規
の
教
育
を
受
げ
る
こ
と
を
証
明
書
に
よ
っ
て
確
認
し
な
い
工
場
に
ー
お
い
て
、

　
　
正
式
に
雇
傭
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
第
二
条
、
二
一
歳
に
達
し
な
い
児
童
は
、
工
場
に
１
お
い
て
、
午
前
か
午
後
の
半
目
の
み
働
か
し
得
る
が
、
一
日
七
時
問
以
上
働
か
す
こ

　
　
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
第
三
条
、
ま
だ
聖
ざ
ん
式
を
受
げ
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
堅
振
礼
を
施
さ
れ
て
い
た
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
児
童
は
、
正
式
の
牧
師
が
洗

　
　
礼
志
願
者
の
教
育
や
堅
振
礼
を
受
げ
る
少
年
、
少
女
に
課
す
る
聖
書
講
読
の
た
め
に
定
め
た
時
問
に
、
工
場
に
お
い
て
働
か
せ
て
は
た
ら

　
　
な
い
。

　
　
第
四
条
、
第
一
条
と
第
二
条
で
述
べ
ら
れ
た
禁
止
の
例
外
は
、
工
場
主
が
特
別
の
、
児
童
の
教
育
を
保
障
す
る
工
場
学
校
を
設
立
し
、

　
　
維
持
し
た
ぱ
あ
い
に
の
み
許
さ
れ
る
。
こ
の
学
校
が
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
っ
い
て
の
判
断
は
、
当
然
に
わ
れ
わ
れ
政
府

　
　
に
帰
属
す
る
。

　
　
第
五
条
、
こ
の
命
令
に
対
す
る
違
反
は
、
工
場
主
ま
た
は
全
権
を
も
っ
て
い
る
代
理
人
に
対
し
て
、
規
定
に
違
反
し
て
雇
傭
さ
れ
て
い

　
　
る
児
童
一
人
当
た
り
一
～
一
〇
タ
ー
ラ
ー
の
罰
金
を
徴
収
す
る
こ
と
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。

　
　
第
六
条
、
上
述
の
命
令
に
よ
り
、
規
則
的
な
通
学
を
義
務
づ
げ
た
一
八
二
五
年
五
月
一
四
目
の
閣
令
の
挽
定
は
、
変
更
さ
れ
る
の
で
は

　
　
な
く
、
工
場
に
通
う
児
童
に
対
し
て
、
そ
こ
で
認
め
ら
れ
た
権
限
に
し
た
が
っ
て
、
わ
が
政
府
が
一
般
的
法
規
定
の
緩
和
を
許
容
し
得
る

　
　
と
こ
ろ
の
限
定
の
み
を
指
示
す
る
も
の
と
な
り
、
こ
の
限
度
内
で
工
場
主
は
十
分
な
年
少
者
教
育
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
協
力

　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
け
る
「
杜
会
間
題
」
陶
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
（
五
七
七
）



（
５
）

（
６
）

（
７
）

立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

一
六
（
五
七
八
）

す
る
こ
と
が
義
務
づ
げ
ら
れ
る
」
（
向
巨
二
昌
～
亀
）
。

　
里
己
二
亀
～
お
．

　
向
げ
汗
お
．
な
お
、
こ
の
命
令
草
案
は
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
一
八
三
七
年
七
月
に
蔵
相
ア
ル
フ
ェ
ソ
ス
レ
ー
ベ
ソ
（
＜
◎
目
≧
＜
９
・

ｏ
．
Ｈ
争
彗
）
に
送
ら
れ
、
吟
味
と
連
署
が
求
め
ら
れ
た
（
向
茎
ニ
ミ
）
。

　
向
一
Ｕ
Ｐ
一
お
～
畠
．
な
お
、
Ｕ
ｇ
Ｈ
｝
９
邑
Ｏ
Ｏ
Ｏ
｝
ー
ミ
易
亀
当
－
Ｏ
Ｏ
Ｏ
｝
¢
ト
目
８
ポ
胃
一
オ
■
畠
．
｝
～
昌
昌
一
く
－
暮
奉
◎
Ｏ
｝
｛
¢
■
８
．
く
叫
昌
Ｈ
Ｏ
◎
Ｏ
◎
べ
に

お
い
て
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
報
ぜ
ら
れ
た
。

　
「
バ
ル
メ
ソ
か
ら
。
今
月
の
一
一
目
に
当
地
で
二
一
歳
の
少
女
が
、
か
な
り
水
か
さ
の
増
し
た
ヴ
ヅ
バ
ー
の
流
れ
に
－
飛
び
込
ん
だ
。
当

地
生
ま
れ
の
染
色
職
人
レ
ブ
ラ
ソ
（
■
ｏ
雪
彗
８
）
の
決
断
に
よ
り
救
わ
れ
、
Ｒ
医
師
の
努
力
で
息
を
吹
き
返
し
た
。

一
絶
望
が
こ
の
衰
れ
た
子
供
を
自
発
的
に
死
を
求
め
る
よ
う
に
追
い
つ
め
た
。
す
た
わ
ち
、
工
場
に
お
げ
る
彼
女
の
不
注
意
の
た
め
に
賃

銀
か
ら
数
グ
ロ
ヅ
シ
ェ
ソ
が
差
引
か
れ
た
た
め
に
、
家
に
お
げ
る
両
親
の
罰
則
を
恐
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
絶
望
が
子
供
を
捕
え
る
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
た
い
出
来
事
で
あ
る
。
神
よ
、
ど
の
よ
う
に
厳
し
い
罰
か
ら
こ
の
衰
れ
む
べ
き
女
の
子

は
逃
れ
よ
う
と
し
た
の
で
し
よ
う
か
ｕ
人
道
主
義
者
が
将
来
を
眺
め
る
時
に
戦
漂
す
る
の
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ま
た
、
大
規
模
で
堅

牢
な
建
物
が
増
加
し
、
そ
こ
に
多
数
の
児
童
が
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
し
ば
し
ぱ
自
ら
乞
食
に
な
る
労
働
嫌
い
の
両

親
に
対
し
て
、
生
計
の
唯
一
の
道
具
と
し
て
尽
く
す
た
め
に
、
か
れ
ら
が
そ
こ
で
少
年
時
代
を
奪
わ
れ
、
成
長
に
必
要
な
空
気
、
お
目
さ

ま
、
い
や
子
供
の
進
歩
と
明
朗
を
も
た
ら
す
す
べ
て
の
も
の
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
で
あ
る
。

　
時
代
思
潮
が
な
ん
と
言
っ
て
も
工
業
に
友
好
的
で
あ
り
、
ぞ
れ
を
諸
刃
の
刃
で
守
っ
て
い
る
た
め
、
工
業
が
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
に
鉄
の

王
冠
を
載
せ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
の
で
、
わ
た
し
は
諾
君
に
呼
び
か
げ
る
。
も
っ
と
も
国
王
と
親
し
い
立
場
に
。
あ
る
人
道
主
義
者
が
、
国

王
が
子
供
を
気
の
毒
に
思
う
よ
う
に
主
君
に
乞
う
よ
う
に
と
。

　
さ
ら
に
な
お
、
子
供
の
保
護
の
た
め
に
法
律
を
発
布
す
べ
き
時
期
に
あ
る
。
法
律
上
の
市
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
が
、
あ
ら
ゆ
る

場
所
で
、
工
場
の
建
物
の
た
か
で
子
供
の
精
神
と
肉
体
を
破
壌
す
る
よ
う
た
使
用
を
制
隈
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
層
有
害
に
な
ら
た
い
よ

う
に
し
、
余
り
に
も
幼
少
で
あ
る
か
、
か
弱
い
子
供
の
採
用
と
長
時
問
の
仕
事
、
と
く
に
夜
間
労
働
を
止
め
さ
せ
、
か
れ
ら
に
レ
ク
リ
ニ

ー
シ
ヨ
ソ
と
教
育
の
時
問
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
委
員
会
は
、
労
働
者
の
肉
体
的
、
道
徳
的

状
態
に
対
し
て
も
っ
と
も
好
ま
し
い
影
響
を
及
ぽ
し
得
る
で
あ
ろ
う
…
…
」
　
（
向
げ
３
違
～
畠
．
た
お
、
　
く
ｏ
ｑ
－
ｃ
ｏ
・
◎
§
己
け
｝
易
ｏ
ｑ
・
一



　
　
ｐ
ｐ
〇
一
一
〇
◎
ｏ
）
。

（
８
）
９
穴
．
声
き
Ｐ
Ｐ
ｐ
○
・
し
岬
・

（
９
）
　
こ
の
点
に
っ
い
て
は
大
陽
寺
氏
も
「
不
完
全
た
が
ら
推
定
を
こ
こ
ろ
み
る
た
ら
ば
、
大
体
っ
ぎ
の
三
っ
の
可
能
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
ゆ

　
　
る
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、
Ｏ
Ｏ
手
工
業
的
基
礎
に
た
つ
旧
独
立
生
産
者
層
の
利
害
を
代
表
す
る
場
合
、
の
「
先
進
的
」
た

　
　
大
資
本
を
代
表
し
て
い
る
場
合
、
Ｃ
り
工
場
法
を
と
く
に
資
本
の
「
生
産
過
程
」
維
持
の
利
益
か
ら
欲
求
す
る
場
合
、
を
挙
げ
、
　
二
八
三

　
　
〇
年
代
ご
ろ
で
も
少
数
の
進
歩
的
工
場
主
だ
げ
は
か
か
る
先
見
の
明
を
そ
な
え
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、

　
　
の
、
に
ヵ
の
経
済
的
利
害
に
。
児
童
保
護
の
主
張
を
還
元
さ
れ
て
い
る
（
大
陽
寺
順
一
、
前
掲
論
文
、
一
六
～
一
九
ぺ
ー
ジ
）
。

　
　
　
本
稿
に
ー
お
い
て
も
、
の
ち
に
指
摘
す
る
よ
う
に
戦
後
西
ド
ィ
ツ
の
研
究
成
果
に
お
い
て
、
Ｊ
．
シ
ュ
ハ
ル
ト
が
経
済
的
利
害
に
も
と
づ

　
　
い
て
行
動
し
た
の
で
は
な
い
と
断
言
し
て
い
る
の
で
、
推
定
の
域
を
出
な
い
の
で
あ
る
が
、
結
論
は
大
陽
寺
氏
と
は
異
な
っ
て
、
○
Ｄ
に
・
近

　
　
い
も
の
と
た
っ
て
い
る
。

一
１
０
一
霊
易
碁
身
－
峯
竃
嚢
…
麦
事
二
一
毫
～
－
・
一
一
一
二
・
・
窯
募
争
．
奉
、
・
。
肇
。
。
。
プ
、
ヨ
、
一
・
。
。
プ
、
津
。
。
匡
。
・
。
、
、
旨
、
目
』
、
箏
｛

　
　
Ｈ
－
鶉
＝
－
曇
易
雪
嚢
Ｈ
二
．
ミ
．
き
拝
墓
窒
一
８
§
－
崔
彗
二
き
・
琴
＝
嚢
～
Ｈ
・
。
早
貝
書
§
童
弩
里
。
・
。
昌
．

　
　
○
ま
¢
ｐ
Ｈ
．
｝
ｏ
ポ
９
オ
ｐ
り
り
胃
け
巴
Ｈ
竃
ｏ
◎
一
お
・

（
ｕ
）
　
｝
．
｝
腎
圧
ｏ
ｑ
一
ｐ
．
ｐ
○
二
〇
～
べ
・

（
１
２
）
　
穿
ｑ
ニ
ベ
～
。
・
．
奉
．
穴
昌
冒
彗
Ｐ
Ｈ
０
ぎ
昌
ｏ
っ
ｏ
｝
冒
罫
邑
ま
～
ミ
・
な
お
、
バ
ル
メ
ソ
の
二
っ
の
紡
績
工
場
に
お
げ
る
児
童
の
具
体

　
　
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
く
。
ｑ
－
・
幸
・
穴
昌
昌
彗
貝
ｇ
¢
－
目
ｑ
易
三
竺
ｏ
雰
く
◎
Ｈ
ま
昌
・
。
。
ｏ
～
き
・
ｃ
ｏ
・
ｐ
エ
、
箏
ま
｝
、
。
。
・
ｑ
二
中
、
．
○
ニ
ト
○
．

（
１
３
）
　
声
雲
ユ
轟
一
Ｐ
Ｐ
○
二
卜
一
・
◎
・
か
れ
は
、
国
王
と
官
僚
に
信
頼
を
表
明
し
、
鉄
道
建
設
に
対
し
て
警
告
を
発
し
た
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
を

　
　
解
放
し
て
、
平
等
の
権
利
を
与
え
る
こ
と
や
、
出
版
の
自
由
（
寄
＄
。
。
守
９
訂
５
の
要
求
に
反
対
を
唱
え
、
時
代
の
要
求
に
背
を
向
げ
た

　
　
（
望
ｑ
二
旨
～
Ｈ
べ
．
奉
．
穴
昌
昌
彗
Ｐ
－
◎
ぎ
昌
Ｃ
Ｏ
Ｏ
巨
Ｏ
ぎ
己
一
富
）
。
　
な
お
、
第
七
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に
お
け
る
銑
鉄
関
税
を
め
ぐ
る
討

　
　
論
に
。
つ
い
て
は
、
く
県
く
胃
ぎ
己
巨
お
彗
註
。
。
。
。
一
昌
彗
け
竃
内
訂
匡
。
。
Ｏ
プ
彗
寄
◎
弐
冨
邑
．
９
箏
津
、
四
。
。
。
■
、
げ
。
。
け
｛
。
昌
≧
－
、
、
ま
。
｝
。
。
け
。
目

　
　
■
邑
更
。
・
１
妾
ま
昏
Ｐ
ｑ
．
零
貢
季
・
。
ｏ
．
オ
…
き
・
二
・
。
鼻
Ｏ
邑
竃
Ｈ
・
。
お
二
箏
・
声
、
。
巨
く
げ
、
、
、
巨
目
・
。
。
。
－
。
一
、
－
。
一
目

　
　
穴
９
干
Ｕ
彗
貝
お
Ｏ
～
仁
・
。
べ
．

（
１
４
）
Ｐ
雲
ユ
曇
Ｐ
Ｐ
○
二
Ｈ
ｏ
～
Ｈ
Ｈ
・

　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ン
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
田
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
（
五
七
九
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
（
五
八
○
）

（
１
５
）
　
Ｊ
．
シ
ュ
ハ
ル
ト
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ソ
戦
争
後
の
経
済
的
不
況
に
苦
し
む
ド
イ
ツ
各
地
の
商
工
業
者
と
と
も
に
、
Ｆ
・
リ
ス
ト
が
結
成
し

　
　
た
「
ド
イ
ツ
商
工
業
協
会
」
（
ｑ
胃
Ｕ
９
房
Ｏ
ざ
｝
彗
宗
－
。
。
－
戸
○
¢
ミ
竃
茅
き
５
ぎ
ま
も
な
く
「
ド
イ
ツ
商
人
・
工
場
主
協
会
」
く
０
５
ぎ

　
　
ｑ
９
誌
９
胃
穴
彗
饒
９
試
戸
霊
げ
弐
ぎ
暮
彗
と
改
名
）
に
参
加
し
た
点
、
お
よ
び
こ
の
協
会
が
多
数
の
工
場
主
と
と
も
に
伸
継
商
人
を

　
　
も
含
ん
で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
内
部
分
裂
が
生
じ
、
一
八
二
〇
年
代
に
入
り
事
実
上
活
動
を
停
止
し
た
点
に
っ
い
て
は
、
諸
田
実
「
Ｆ
・

　
　
リ
ス
ト
と
『
ド
イ
ツ
商
人
．
工
場
主
協
会
』
」
、
『
神
奈
川
大
学
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
、
一
九
七
九
年
、
一
五
四
～
一
五
六
べ
－
ジ
、

　
　
同
「
初
期
リ
ス
ト
の
支
持
基
盤
」
、
『
杜
会
経
済
史
学
』
第
四
五
巻
二
号
、
一
九
七
九
年
、
七
三
、
七
八
べ
ー
ジ
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
こ

　
　
の
協
会
を
舞
台
と
す
る
Ｆ
．
リ
ス
ト
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
松
田
智
雄
『
ド
ィ
ツ
資
本
主
義
の
基
礎
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、

　
　
と
く
に
前
篇
の
３
、
『
小
林
昇
経
済
学
史
著
作
集
Ｗ
，
Ｆ
・
リ
ス
ト
研
究
（
１
）
』
未
来
杜
、
一
九
七
八
年
、
二
九
～
三
ニ
ペ
ー
ジ
、
『
小
林

　
　
昇
経
済
学
史
著
作
集
Ｗ
，
Ｆ
・
リ
ス
ト
研
究
（
２
）
』
、
一
九
七
八
年
、
二
～
一
四
ぺ
－
シ
、
『
小
林
昇
経
済
学
史
著
作
集
Ｗ
，
Ｆ
・
リ
ス
ト

　
　
研
究
（
３
）
』
、
一
九
七
九
年
、
一
七
～
一
八
、
五
四
～
五
七
、
一
二
三
以
下
、
一
二
九
、
　
一
九
八
、
二
三
七
、
二
五
四
ぺ
－
ジ
を
参
照
せ

　
　
よ
。

（
１
６
）
三
月
前
期
に
お
げ
る
ヴ
ヅ
パ
ー
タ
ー
ル
の
繊
維
工
業
の
詳
細
に
っ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
第
一
部
第
二
章
の
ー
、
を
参
照
せ
よ
。

（
１
７
）
　
雷
・
｝
腎
巨
寧
ｐ
中
ｏ
ニ
ベ
・
　
な
お
、
こ
の
主
張
は
、
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
の
織
物
業
の
詳
細
に
っ
い
て
の
説
明
を
欠
い
て
い
る
の
で
、

　
　
決
定
的
な
点
で
説
得
カ
に
欠
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
１
８
）
　
ミ
・
穴
彗
昌
彗
Ｐ
目
¢
ト
目
康
お
ｏ
ｏ
¢
『
。
・
け
§
昌
９
彗
ｏ
ｏ
富
邑
君
－
ま
〆
偉
ｏ
～
昌
べ
．
｛
胃
ぎ
－
◎
罫
§
ｃ
つ
事
旨
げ
胃
早
葛
．

（
１
９
）
　
奉
・
穴
堅
－
昌
ｐ
目
貝
Ｕ
庁
ぎ
ｑ
■
ｏ
ｏ
弍
｛
ｏ
－
¢
内
薯
◎
巨
司
◎
早
お
．
｛
９
¢
一
〇
ぎ
ト
自
敏
目
囚
ｏ
｛
胃
ｏ
ｏ
冨
９
－
｛
ｏ
｝
¢
目
ｃ
ｏ
富
鼠
与
◎
罧
寿
一
芦
ｏ
．
な
お
、

　
　
Ｗ
．
ヶ
ル
マ
ソ
は
こ
こ
で
討
議
が
行
た
わ
れ
た
の
は
七
月
五
目
と
し
て
い
る
が
、
他
の
す
べ
て
の
文
献
で
は
七
月
六
目
と
な
っ
て
い
る
の

　
　
で
、
誤
ま
り
で
あ
ろ
う
。
討
議
の
全
文
は
、
く
。
ｑ
－
串
◎
ざ
ぎ
豪
｛
易
岬
・
射
｝
ｏ
｛
箏
オ
争
彗
串
◎
ま
冨
邑
５
■
ｑ
訂
暢
Ｈ
・
◎
。
。
“
零
；
ト
昌
｝
・

　
　
オ
い
Ｎ
軍
お
ｏ
～
８
ポ
ぎ
声
昌
巨
き
胃
ｇ
旨
胴
。
・
。
。
置
－
¢
ぎ
ｈ
呂
干
Ｕ
ｇ
ミ
　
こ
れ
を
簡
略
化
し
た
も
の
と
し
て
、
く
。
ｑ
－
Ｕ
ｇ
弐
目
ま

　
　
Ｈ
｝
ｏ
｛
箏
げ
ｏ
｝
¢
　
－
｝
■
ｑ
一
凹
ｏ
ｑ
一
　
〇
◎
げ
－
¢
目
Ｎ
　
Ｈ
ｏ
◎
ｏ
◎
Ｐ
　
　
｛
Ｐ
　
　
声
『
ｏ
｝
｝
＜
げ
０
Ｈ
｝
一
■
箏
ｏ
ｑ
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
試
目
¢
　
｛
■
　
内
９
目
１
Ｕ
ｏ
■
Ｓ
一
　
Ｎ
岬
～
Ｎ
Ｐ
　
１
く
．
　
穴
呂
オ
目
ｐ
■
員
　
Ｏ
庁

　
　
｛
邑
易
ま
邑
¢
寄
き
巨
饒
◎
Ｐ
。
。
Ｏ
～
芦
目
◎
易
け
５
亭
冒
曽
ぎ
■
く
◎
■
｛
彗
卑
Ｏ
弐
冨
一
券
轟
邑
Ｏ
■
豊
昌
■
冒
穿
Ｏ
ぎ
穿
き
ま
彗
ｑ
一
Ｎ
昌

　
　
○
馨
巨
ま
二
・
二
彗
豪
｝
・
彗
豪
二
・
麦
毒
墨
一
一
昌
♂
胃
窒
・
巨
竃
星
墨
己
り
鼻
装
～
争
Ｃ
・
．
曾
芝
；
易
甲
ら
串
Ｐ

　
　
肯
～
亀
．



（
２
０
）

（
２
１
）

（
２
２
）

（
２
３
）

（
２
４
）

（
２
５
）

（
２
６
）

（
２
７
）

　
曽
．
ミ
．
向
ま
一
Ｕ
昌
ｏ
ｑ
ｏ
ｑ
胃
一
Ｐ
Ｐ
○
二
お
べ
．
奉
．
穴
警
Ｂ
冒
旨
一
Ｕ
一
¢
三
ｑ
島
可
一
９
－
ｏ
カ
¢
く
○
巨
饒
。
、
・
お
・
な
お
、
Ｈ
．
Ｗ
．
エ
ル
ド
ブ
リ

ュ
ッ
ガ
ー
と
Ｗ
・
ケ
ル
マ
ソ
は
穴
亮
釘
Ｑ
易
と
書
い
て
い
る
が
、
Ｕ
胃
雷
ま
ａ
｝
９
目
ぎ
ぎ
■
、
目
睾
、
。
・
二
（
第
二
〇
表
の
都
市
の
身
分

を
参
照
せ
よ
）
で
は
穴
毒
訂
ｏ
易
と
な
っ
て
い
る
。

≠
嚢
－
富
昌
二
Ｕ
一
二
己
易
け
亭
一
〒
零
＜
Ｏ
巨
ま
Ｐ
。
。
り
～
き
．

ｐ
奉
．
宰
争
き
竈
胃
一
ｐ
ｐ
○
二
仁
…
。
．
≠
嚢
－
§
昌
一
艮
二
己
・
己
。
三
竺
ｏ
寄
・
・
一
；
◎
目
・
き
～
芹

　
串
．
考
．
向
Ｈ
｛
げ
Ｈ
一
閑
ｏ
ｑ
胃
一
２
申
○
二
仁
ｏ
ｏ
Ｏ
〇
一
仁
ｏ
ｏ
べ
～
仁
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
．
オ
．
穴
ｏ
：
－
８
ｐ
目
Ｐ
Ｕ
庁
，
｛
■
ｏ
ｏ
け
ユ
９
Ｈ
¢
申
、
く
◎
一
鼻
饒
。
箏
・
』
ト
　
た
だ
し
、
Ｗ
．

ケ
ル
マ
ソ
は
ベ
リ
ソ
グ
の
発
言
を
非
常
に
簡
単
に
要
約
し
て
お
り
、
Ｊ
・
シ
ュ
ハ
ル
ト
の
癸
言
に
多
く
を
割
い
て
い
る
。
三
月
前
期
に

お
げ
る
グ
ラ
ー
ト
バ
ッ
ハ
地
方
の
綿
紡
績
業
の
詳
細
に
っ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
、
第
一
部
第
二
章
の
１
、
第
三
章
１
の
〔
１
〕
、
を
参
照

せ
よ
。

　
○
胃
｛
旨
ま
｝
９
箏
〆
Ｏ
ぎ
■
Ｐ
己
け
嵩
一
〇
。
～
べ
よ
り
作
成
。

　
甲
ミ
．
向
己
げ
き
帽
ｏ
ｑ
胃
一
ｐ
申
○
二
お
ｃ
。
・

　
こ
の
点
か
ら
、
先
述
の
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
児
童
保
護
挽
定
の
成
立
に
。
さ
い
し
て
の
軍
事
的
契
機
を
軽
視
す
る
見
解
に
は
問
題

が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
９
５
ト
昌
◎
ｐ
ｐ
中
○
．
一
畠
．
一
八
三
七
年
七
月
二
〇
日
の
第
五
回
ラ
ィ
ソ
州
議
会
の
国
王
へ
の
上
奏
文
は
っ
ぎ
の
如
く
で
あ
る
。

　
「
陛
下
の
忠
実
な
る
等
族
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
建
物
の
た
か
で
、
と
く
に
紡
績
工
場
に
お
い
て
働
い
て
い
る
児
童
の
運
命
を
考
慮
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
等
族
は
、
ｉ
貧
し
い
児
童
が
幼
少
の
頃
か
ら
働
か
さ
れ
、
一
般
的
に
非
常
に
長
時
問
、
と
く
に
一
日
二
二
時
間
も
間
断
汰
く

働
か
ね
ぱ
な
ら
ぬ
こ
と
を
確
か
め
ま
し
た
。
か
れ
ら
は
十
分
た
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
か
れ
ら
が
肉
体
的
に
も
道
徳
的

に
。
も
不
具
に
た
る
こ
と
は
驚
く
に
当
り
ま
せ
ん
。

　
忠
実
な
る
等
族
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
ー
、
陛
下
に
上
述
の
児
童
の
た
め
に
保
護
法
を
乞
い
、
そ
の
た
め
に
っ
ぎ
の
箇
条
を
提
案
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
第
一
条
、
九
歳
未
満
の
い
か
た
る
児
童
も
工
場
に
採
用
さ
れ
て
似
た
ら
た
い
。

　
第
二
条
、
地
方
事
情
が
、
地
方
官
庁
に
よ
り
調
査
さ
れ
、
処
置
さ
れ
得
る
異
な
っ
た
取
り
扱
い
を
必
要
と
し
な
い
限
り
、
児
童
は
工
場

に
就
職
す
る
以
前
に
三
年
問
通
学
し
た
こ
と
を
確
認
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
た
い
。

三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
串
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
（
五
八
一
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

一
二
〇
（
五
八
二
）

　
　
　
第
三
条
、
児
童
は
一
目
最
高
一
〇
時
問
工
場
で
仕
事
を
さ
せ
得
る
。

　
　
　
第
四
条
、
こ
の
一
〇
時
間
の
労
働
時
問
の
問
に
、
児
童
に
二
回
の
休
憩
時
間
が
与
え
ら
れ
、
う
ち
一
回
は
昼
間
に
野
外
で
運
動
さ
せ
な

　
　
げ
れ
ぱ
な
ら
た
い
」
（
向
げ
ｑ
二
畠
～
畠
）
。

（
２
８
）
　
向
巨
．
二
豪
．
覚
書
き
に
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

　
　
　
「
一
八
三
五
年
一
一
月
二
〇
目
に
ポ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
に
よ
り
手
渡
さ
れ
た
草
案
の
最
初
の
二
条
に
、
っ
ぎ
の
こ
と
を
補
足
し
で

　
　
変
更
し
た
法
律
が
、
等
族
の
請
願
の
主
旨
に
し
た
が
っ
て
、
で
き
る
だ
げ
早
く
制
定
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。

　
　
第
一
条
、
九
歳
に
達
し
て
い
た
い
、
そ
し
て
三
年
間
の
正
観
の
学
校
の
授
業
を
受
け
た
い
か
な
る
児
童
も
、
工
場
に
お
げ
る
正
観
の
仕

　
　
事
と
鉱
山
業
、
冶
金
所
、
砕
鉱
場
の
仕
事
に
１
採
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
第
二
条
、
ニ
ハ
歳
未
満
の
児
童
は
、
第
一
条
で
あ
げ
た
施
設
で
一
目
一
〇
時
問
以
上
働
く
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
こ
の
労
働
時
間
の
問
に

　
　
二
度
の
休
憩
時
間
が
与
え
ら
れ
、
．
う
ち
一
度
は
昼
間
に
野
外
で
運
動
さ
せ
ね
ぱ
た
ら
た
い
。
か
か
る
児
童
は
、
朝
五
時
以
前
と
夜
一
〇
時

　
以
降
仕
事
を
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
」
（
向
げ
汗
畠
）
。

　
　
　
こ
の
条
項
の
う
ち
、
夜
間
労
働
の
禁
止
と
鉱
山
業
、
冶
金
所
、
砕
鉱
場
で
働
く
児
童
へ
の
条
項
の
拡
大
は
デ
ュ
ヅ
セ
ル
ド
ル
フ
と
ア
ー

　
　
ヘ
ソ
の
県
庁
の
提
案
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
、
最
低
年
令
九
歳
と
二
時
間
の
休
憩
を
除
く
最
高
労
働
時
問
一
〇
時
問
の
観
定
は
等
族
の
提
案

　
　
に
基
づ
い
て
た
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
年
令
制
限
は
、
就
学
義
務
の
あ
る
工
場
児
童
に
対
し
て
の
み
法
律
を
適
用
す
る
と
い
う
ボ
ー
デ
ル
シ

　
　
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
の
従
来
の
考
え
を
突
破
し
た
意
味
に
お
い
て
、
注
目
に
価
す
る
も
か
で
あ
っ
た
（
向
げ
３
畠
～
ミ
）
。
　
っ
ま
り
、
こ
こ
で
就

　
学
義
務
と
の
関
連
に
お
げ
る
児
童
保
護
と
い
う
従
来
の
観
点
か
ら
、
年
少
労
働
者
保
護
一
般
の
観
点
が
前
面
に
出
て
、
こ
れ
に
就
学
義
務

　
　
の
問
題
が
包
含
さ
れ
る
と
い
う
、
観
点
の
移
動
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
点
が
、
っ
ぎ
に
考
察
す
る
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
成
立

　
過
程
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　
旬
　
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
成
立

　
ラ
ィ
ソ
州
長
官
ポ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
は
、
第
五
回
ラ
ィ
ソ
州
議
会
に
お
げ
る
等
族
の
請
願
が
速
や
か
に
審
議
さ
れ
る
こ
と
を

望
ん
で
い
た
が
、
事
態
は
進
行
し
な
か
っ
た
。
工
場
地
帯
の
再
度
ｏ
旅
行
に
よ
り
、
多
数
の
児
童
の
悲
惨
た
状
態
を
見
聞
し
、
立
法



に
よ
る
覇
の
髪
を
享
享
痛
感
し
た
干
デ
ル
シ
ユ
ヴ
イ
ソ
ク
は
、
一
八
三
八
年
八
月
一
日
に
請
願
の
審
蓼
乞
う
文
書
を

提
出
し
た
が
・
効
果
は
な
か
一
た
。
し
か
し
、
一
八
三
八
年
二
月
二
〇
目
の
閣
議
に
お
い
て
初
め
て
、
第
五
回
ラ
イ
ソ
州
議
会
に

対
す
る
議
決
が
審
議
さ
れ
・
大
臣
だ
け
で
た
く
、
皇
李
事
－
デ
ル
シ
ユ
ヴ
イ
ソ
ク
妾
加
し
て
い
た
等
族
問
題
委
員
会
一
、
、
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

穴
§
昌
雰
一
旨
旨
Ｈ
昌
¢
己
り
け
ぎ
｛
ぎ
プ
彗
声
轟
Ｏ
亙
彗
ぎ
５
も
ま
た
等
族
の
提
案
に
対
す
る
表
決
を
行
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
ュ
　
テ
　
　
ソ
　
、
一
ア

こ
れ
ら
の
結
果
二
致
し
た
点
は
、
国
王
が
す
で
に
以
前
か
ら
注
目
し
て
い
た
一
般
法
の
制
定
を
審
議
す
る
等
族
議
会
を
開
催
す

る
こ
と
、
お
よ
び
事
態
の
緊
急
性
か
ら
、
ラ
イ
ソ
州
に
対
す
る
暫
定
的
条
令
（
Ｏ
ぎ
肩
Ｏ
ま
◎
｝
Ｏ
プ
塁
カ
、
。
・
一
、
昌
、
目
け
）
を
、
等
族
の
提
案

と
州
議
会
の
議
決
を
参
考
に
し
て
発
布
す
…
と
、
の
二
点
で
あ
つ
た
。
暫
定
的
条
令
の
起
草
と
、
そ
れ
を
関
係
大
臣
に
審
議
の
た

め
に
提
出
す
る
権
限
は
二
八
三
八
年
二
月
二
〇
目
の
閣
議
に
お
い
て
干
デ
ル
シ
ユ
ヴ
イ
ソ
ク
に
与
え
ら
れ
た
。
一
般
法
の
制

定
を
審
議
す
る
と
い
う
閣
議
表
決
に
お
い
て
資
料
と
さ
れ
た
の
は
、
既
述
の
一
八
三
七
年
七
月
に
当
時
の
蔵
相
ア
ル
フ
エ
ソ
ス
レ

ー
ベ
ソ
一
く
９
≧
一
婁
一
ま
一
に
送
ら
れ
た
文
相
ア
ル
テ
ソ
シ
ユ
ソ
ィ
ソ
の
命
令
草
案
言
・
、
婁
目
…
。
、
一
け
考
声
、
二
青
、
草
案
は
、

蔵
相
に
よ
り
詳
細
に
吟
味
・
修
正
さ
れ
て
、
文
部
省
に
送
り
返
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
事
態
は
ま
つ
た
く
異
な
つ
た
経
過
を
辿
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

文
相
の
草
案
は
法
律
に
結
実
せ
ず
、
等
族
議
会
も
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
。

一
八
三
八
年
二
月
二
〇
目
の
閣
議
の
決
定
に
も
と
づ
い
て
、
ボ
ー
デ
ル
シ
ユ
ヴ
イ
ソ
ク
は
、
ラ
ィ
ソ
州
に
対
す
る
暫
定
的
条
令

の
草
案
を
作
成
す
る
た
め
・
す
べ
て
の
既
存
の
文
書
を
利
用
し
て
、
同
年
三
月
二
日
に
草
案
を
作
成
し
、
審
議
の
最
り
の
決

定
を
乞
う
依
頼
状
と
と
芝
手
渡
し
た
。
こ
の
「
工
場
や
鉱
山
業
、
冶
金
所
、
砕
鉱
場
で
働
く
児
童
に
対
し
て
十
君
学
校
教
育
と

宗
教
教
育
を
保
障
す
る
命
令
草
案
（
望
言
冒
｛
９
箏
胃
く
胃
◎
＆
昌
箏
。
・
・
員
Ｃ
っ
一
〇
訂
昌
お
。
・
、
箏
后
。
づ
ｑ
。
目
Ｃ
・
。
プ
一
一
．
一
箏
｛
射
、
－
。
、
一
。
目
。
。
、
。
け
、
、
、
一
。
プ
け
。
。
。

｛
旨
２
¢
，
霊
耳
寿
雪
旨
｛
げ
¢
一
零
お
一
｝
葦
旨
－
旨
｛
勺
Ｏ
Ｏ
プ
毒
宍
雪
げ
窃
Ｏ
プ
津
尽
彗
穴
一
己
胃
）
」
は
、
既
述
の
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
イ

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
固
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
（
五
八
三
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
（
五
八
四
）

ソ
ク
の
一
八
三
五
年
一
一
月
二
〇
目
の
草
案
と
本
質
的
に
は
同
じ
文
章
で
あ
っ
た
が
、
児
童
の
立
場
と
両
親
お
よ
び
工
場
主
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

か
ら
っ
ぎ
の
点
で
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。

　
児
童
の
立
場
か
ら
の
変
更
。
ｃ
Ｄ
ヴ
エ
ス
ト
フ
ア
ー
レ
ソ
州
長
官
の
提
案
を
受
げ
入
れ
て
、
日
曜
、
祭
日
に
お
け
る
児
童
労
働
の
禁

止
。
の
工
場
や
鉱
山
業
、
冶
金
所
、
砕
鉱
場
で
働
い
て
い
る
児
童
の
名
前
、
年
齢
、
住
所
、
両
親
名
、
入
杜
日
の
正
確
た
リ
ス
ト
の

作
成
を
こ
れ
ら
施
設
の
所
有
者
に
義
務
づ
げ
、
事
務
所
に
保
管
し
、
警
察
署
や
学
務
局
の
要
望
が
あ
れ
ば
提
出
す
る
こ
と
◎
ゆ
第
四

条
の
例
外
観
定
で
定
め
ら
れ
た
工
場
学
校
か
ら
九
歳
未
満
の
児
童
を
除
外
し
、
児
童
の
学
習
時
問
と
労
働
時
問
と
の
問
の
比
率
を
政

府
が
観
定
す
る
こ
と
。
両
親
お
よ
ぴ
エ
場
主
の
立
場
か
ら
の
変
更
。
ｏ
ｏ
児
童
の
工
場
へ
の
採
用
の
条
件
が
、
以
前
の
少
な
く
と
も
三

年
問
、
正
規
の
授
業
を
受
げ
て
い
る
こ
と
と
い
う
規
定
か
ら
、
九
歳
に
達
し
て
お
り
、
母
国
語
を
す
ら
す
ら
と
読
む
こ
と
が
で
き
・

書
く
こ
と
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
へ
と
緩
和
。
の
休
憩
が
、
一
〇
時
間
の
労
働
時
問
の
問
に
、
午
前
と
午
後
に
各
一
回
一
五
分
問
の

余
暇
と
正
午
の
休
憩
時
問
と
変
更
さ
れ
て
、
時
問
が
三
〇
分
問
短
縮
さ
れ
た
代
り
に
、
、
」
れ
ら
の
時
問
に
野
外
で
運
動
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
（
４
）

が
観
定
さ
れ
た
。

　
一
八
三
八
年
一
二
月
三
一
目
に
新
草
案
を
審
議
す
る
た
め
に
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ
ヴ
ィ
ソ
ク
以
外
に
、
文
部
省
、

大
蔵
省
、
内
務
省
か
ら
政
府
特
別
任
命
委
員
が
出
席
し
た
。
草
案
の
審
議
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
命
令
が
ラ
イ
ソ
州
に
対
し

て
の
み
発
せ
ら
れ
る
の
が
適
切
か
否
か
、
が
問
題
と
さ
れ
、
ブ
ロ
イ
セ
ソ
全
土
に
対
し
て
施
行
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論

に
達
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
ｏ
ｏ
児
童
保
護
の
必
要
性
が
ラ
イ
ソ
州
以
外
に
お
い
て
も
共
通
に
存
在
し
〔
第
一
四
表
・
第
ニ
ハ
表
を
参
照

せ
よ
〕
、
ラ
ィ
ソ
州
の
等
族
の
請
願
以
前
に
こ
の
間
題
が
す
で
に
閣
議
で
審
議
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
、
お
よ
び
＠
ラ
ィ
ソ
州
に

の
み
施
行
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
生
産
費
を
高
め
、
製
品
の
価
格
を
引
き
上
げ
る
た
め
、
競
争
能
力
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
危
灌
・
の



　
　
　
　
　
（
５
）

二
点
に
あ
っ
た
。
つ
い
で
草
案
の
審
議
に
１
入
っ
た
。

　
ま
ず
・
法
律
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
全
土
へ
の
適
用
に
っ
い
て
は
公
式
に
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
政
府
特
別
任
命
委
員
は
、
か

れ
の
所
轄
の
大
臣
か
ら
、
等
族
の
提
案
と
の
関
連
に
１
お
い
て
ラ
ィ
ソ
州
に
対
し
て
法
的
効
力
を
も
っ
法
律
「
工
場
に
お
け
る
年
少
労

働
者
の
雇
傭
に
つ
い
て
の
規
定
一
窟
姜
く
葦
ま
雰
・
嚢
菅
お
一
§
葦
・
、
声
、
げ
、
一
け
。
、
一
箏
司
、
げ
、
寿
、
箏
一
一
の
草
案
を
作
成

す
る
こ
と
を
委
任
さ
れ
て
い
た
。
が
同
時
に
、
地
方
的
制
限
と
と
も
に
警
察
的
性
格
を
浮
き
彫
り
に
・
す
る
意
図
を
も
指
示
さ
れ
て
い

た
・
こ
の
意
図
は
、
草
案
の
適
用
を
他
の
諸
州
に
も
拡
大
し
て
、
一
般
化
を
容
易
に
・
な
し
得
る
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
こ
の
点
は
さ

て
お
き
・
草
案
の
諸
観
定
で
は
、
地
方
的
諸
特
徴
に
っ
い
て
は
一
切
触
れ
な
い
こ
と
に
し
て
、
プ
ロ
ィ
セ
ソ
全
土
へ
の
法
律
の
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

　
っ
ぎ
に
・
草
案
の
審
議
結
果
の
要
点
を
示
す
た
ら
ぼ
、
っ
ぎ
の
七
点
に
集
約
し
得
る
。
い
既
述
の
一
八
三
五
年
の
ボ
ー
デ
ル
シ
ュ

ヴ
ィ
ソ
ク
の
草
案
の
序
文
は
削
除
。
理
由
は
、
こ
の
序
文
で
は
就
学
義
務
の
あ
る
児
童
の
工
場
へ
の
雇
傭
問
題
に
限
定
さ
れ
て
い
る

が
、
問
題
は
一
六
歳
未
満
の
す
べ
て
の
工
場
労
働
者
の
衛
生
警
察
的
保
護
（
叫
胃
乙
。
彗
衰
け
。
。
り
Ｏ
冒
。
竃
。
プ
、
○
。
。
プ
目
け
、
）
と
、
肉
体
的
、
道

徳
的
発
育
に
対
す
る
不
利
な
影
響
の
予
防
に
あ
一
た
か
ら
で
あ
る
。
寝
護
規
定
の
鉱
山
業
、
冶
金
所
、
砕
鉱
場
へ
の
適
用
拡
大
に

っ
い
て
は
承
認
・
そ
の
さ
い
、
　
「
工
場
」
の
厳
密
な
内
容
規
定
は
行
な
わ
た
い
こ
と
に
な
り
、
通
常
「
工
場
」
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
す

べ
て
の
工
業
施
設
に
対
し
て
、
慈
善
的
意
図
か
ら
法
律
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
晃
歳
未
満
に
加
え
て
、
母
国
語
が
す
ら
す

ら
読
め
・
か
っ
書
く
こ
と
に
着
手
し
て
い
る
と
の
校
長
の
証
明
書
を
持
た
な
い
者
の
雇
傭
禁
止
に
っ
い
て
は
了
解
。
た
だ
し
、
工
場

主
に
ー
よ
る
工
場
学
校
の
設
立
と
維
持
の
ぱ
あ
い
の
例
外
規
定
は
、
九
歳
に
達
し
て
お
り
、
三
年
間
の
就
学
を
し
て
い
な
い
で
、
母
国

語
の
読
み
・
書
き
に
っ
い
て
の
証
明
書
を
持
た
た
い
者
に
の
姦
用
さ
れ
、
九
歳
未
満
の
児
童
は
無
条
件
に
雇
傭
を
禁
止
さ
れ
る
。

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
固
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
（
五
八
五
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
西
（
五
八
六
）

↑
り
一
六
歳
未
満
の
児
童
の
一
日
最
高
一
〇
時
問
の
労
働
時
問
は
承
認
。
た
だ
し
、
工
場
が
大
き
な
不
利
に
陥
る
の
を
防
ぐ
た
め
・
天

災
や
災
害
に
よ
り
正
規
の
経
営
が
中
断
し
、
労
働
力
の
増
大
を
必
要
と
す
る
特
別
の
ぼ
あ
い
に
は
、
四
週
問
に
限
り
、
一
日
の
最
高

労
働
時
問
を
一
時
問
延
長
し
得
る
。

　
旬
罰
金
額
は
、
工
場
主
が
違
反
し
て
雇
傭
し
て
い
る
児
童
一
人
当
り
一
～
一
〇
タ
ー
ラ
ー
と
い
う
規
定
か
ら
五
タ
ー
ラ
ー
に
変
更
・

理
由
と
し
て
、
ラ
イ
ン
州
の
軽
犯
罪
即
決
裁
判
所
の
罰
金
は
五
タ
ー
ラ
ー
ま
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
．
一
〇
タ
ー
ラ
ー

の
罰
金
を
科
し
得
る
違
警
罪
裁
判
所
（
Ｎ
胃
軍
君
量
９
帽
邑
Ｏ
睾
）
の
権
限
に
属
す
る
犯
罪
の
性
格
を
、
罰
金
額
か
ら
与
え
る
こ
と
は
願

わ
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
最
終
条
項
は
、
児
童
保
護
規
定
が
就
学
に
っ
い
て
の
既
存
の
法
規
定
を
変
更
し
な
い
こ
と
を
ま
ず
最

初
に
明
白
に
強
調
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
み
存
続
し
得
る
。
と
い
う
の
は
、
二
、
三
の
工
場
地
帯
で
は
、
校
長
が
救
貧
委
員
会

（
ト
、
昌
、
目
斤
。
昌
邑
。
。
。
。
一
。
目
）
の
一
員
と
し
て
、
工
場
労
働
に
よ
っ
て
児
童
に
収
入
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
就
学
を
見
逃
が
す
ぱ
あ
い
が
多

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
正
規
の
学
校
の
授
業
を
受
け
た
こ
と
が
児
童
の
工
場
へ
の
採
用
の
前
提
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、

就
学
の
継
続
を
無
視
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
も
重
要
で
あ
っ
た
。
ｃ
つ
最
後
に
、
工
場
主
の
立
場
か
ら
、
授
業
の
時
問
を
可
能
な
限

り
工
場
経
営
を
顧
慮
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
承
認
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
矛
盾
が
生
じ
て
き
た
。
正
規
の
授
業
時
問
は
一
日
五

時
問
で
あ
り
、
こ
れ
に
一
〇
時
問
の
労
働
時
問
と
一
時
問
三
〇
分
の
休
憩
時
問
を
加
え
る
と
一
六
時
間
三
〇
分
と
な
り
、
朝
五
時
か

ら
夜
九
時
ま
で
の
ニ
ハ
時
問
を
越
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
が
、
後
段
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
一
八
五
三
年
法
成
立
の
一
動
機

と
な
る
。

　
以
上
の
審
議
結
果
に
も
と
づ
い
て
草
案
が
作
成
さ
れ
、
議
事
録
を
添
付
し
て
政
府
特
別
任
命
委
員
か
ら
各
所
轄
の
大
臣
に
提
出
さ

れ
た
。
こ
の
草
案
に
対
し
て
、
内
相
ロ
コ
ウ
（
０
９
竃
身
耳
Ｏ
易
ヨ
畠
員
＜
旨
肉
◎
Ｏ
｝
婁
）
と
蔵
相
が
賛
成
し
た
の
に
反
し
、
文
相



　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

は
異
議
を
表
明
し
た
。

文
相
は
・
九
葉
満
の
児
童
の
工
場
一
の
雇
傭
禁
止
が
、
労
働
す
る
権
利
の
縮
小
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
一
旦
Ｏ
時
問
と
い

う
労
働
時
問
の
制
限
が
加
重
さ
れ
て
、
労
働
者
の
数
を
減
少
さ
せ
、
生
産
費
の
高
騰
と
減
産
を
結
果
し
、
私
有
財
産
に
対
し
て
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ち
児
童
保
護
規
定
の
内
奮
関
し
て
は
、
工
場
児
童
の
保
護
が
実
効
定
っ
た
め
の
保
障
が
不
十
分
で

あ
り
・
そ
の
他
の
弊
害
に
対
す
る
措
置
、
す
な
わ
ち
労
働
場
所
の
健
全
化
や
そ
こ
で
の
規
律
が
等
閑
視
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
解

決
の
た
め
に
は
一
般
法
で
は
不
適
格
で
あ
一
て
、
地
方
条
令
一
婁
曇
豊
を
作
成
し
、
一
八
二
五
年
七
月
一
八
目
の
デ
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

ツ
セ
ル
ド
ル
フ
県
の
墾
口
に
あ
る
よ
う
に
、
特
別
の
地
方
委
員
会
を
結
成
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

さ
ら
に
権
限
間
題
に
つ
い
て
・
内
相
は
、
児
童
保
護
規
定
の
主
要
目
的
が
二
一
歳
未
満
の
工
場
労
働
者
の
保
護
に
お
か
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
・
第
一
ポ
に
は
公
安
警
察
一
・
葦
。
毒
豆
至
の
権
限
に
属
し
、
文
薯
の
権
限
は
第
二
義
的
で
あ
る
と
主
張

し
た
・
こ
れ
に
対
し
・
文
相
は
・
児
童
保
護
規
定
の
目
的
が
児
童
の
一
般
的
教
育
義
務
に
っ
い
て
の
法
律
を
工
場
児
童
に
適
用
す
る

こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
と
し
て
・
自
己
の
権
限
を
主
張
し
、
九
葉
満
の
児
童
の
工
場
に
淳
る
雇
傭
禁
止
に
っ
い
て
は
、
直
接
的

に
は
就
学
義
務
と
関
係
し
な
い
が
、
そ
の
管
理
は
、
知
的
雀
び
に
道
徳
的
教
育
、
お
よ
び
保
健
と
い
う
二
重
の
意
味
で
文
部
省
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

関
係
す
る
と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
・
内
閣
に
お
い
て
草
案
が
審
議
さ
れ
る
一
一
と
に
書
、
一
八
三
九
年
二
月
吾
に
会
議
が
召
集
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
、

皇
李
・
大
臣
と
し
て
－
一
－
ラ
ー
一
一
・
；
葦
一
、
一
一
ウ
、
ア
ル
フ
エ
ソ
ス
レ
、
ベ
ソ
、
州
長
官
で
は
フ
ロ
ツ
ト
ヴ
エ
ル

婁
邑
一
と
千
デ
ル
ニ
ヴ
ィ
ソ
ク
、
報
告
老
と
し
て
参
事
官
一
ツ
セ
一
、
・
、
内
、
－
・
、
。
、
、
目
・
・
。
。
、
、
け
、
。
。
。
。
。
。
、
、
。
。
内
。
、
。
、
、
目
け
一
お
よ
び

補
足
報
告
者
と
し
て
醤
参
事
官
ヶ
ラ
ー
膏
・
萱
邑
蛋
曇
・
穴
・
一
一
・
二
、
。
。
、
。
、
、
、
、
、
、
。
目
け
一
が
出
席
し
、
文
相
は
欠
席
し

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
纂
け
る
「
杜
△
詞
題
一
買
川
本
一
　
　
　
　
三
五
一
五
八
七
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
．
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ
ハ
（
五
八
八
）

尊

　
文
相
の
上
述
の
見
解
は
、
報
告
者
の
報
告
が
終
っ
た
後
、
補
足
報
告
者
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
内
閣
の
賛
成
は
得
ら

れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
内
閣
は
、
既
述
の
等
族
議
会
の
審
議
は
不
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
国
王
に
対
し
て
プ
ロ
ィ
セ
ソ
全
土
へ
の
児

童
保
護
規
定
の
一
般
化
を
提
案
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。
さ
ら
に
、
文
相
の
主
張
し
た
地
方
特
別
奮
会
に
よ
る
管
理
は
不
必
要
と

さ
れ
た
。
管
理
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
工
場
主
に
対
し
て
リ
ス
ト
の
作
成
を
強
制
し
て
い
る
の
で
、
警
察
署
と
学
務
局
に
管
理
を

義
務
づ
げ
れ
ぱ
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
、
衛
生
警
察
と
風
紀
警
察
に
対
し
て
特
別
の
措
置
を
施
行
し
・
児

童
保
護
観
定
を
拡
大
す
る
こ
と
は
断
念
さ
れ
た
が
、
法
律
の
慈
善
的
意
図
を
遂
行
す
る
た
め
、
罰
則
を
設
げ
る
必
要
が
生
じ
、
衛
生

警
察
、
土
木
建
築
監
督
局
お
よ
び
風
紀
警
察
指
令
（
畠
Ｏ
。
・
彗
ま
苧
一
げ
竃
－
冒
ｑ
。
・
葦
彗
亘
ぎ
旨
９
彗
ト
昌
己
昌
お
彗
）
を
発
布
す
る

権
隈
が
関
係
大
臣
に
与
え
ら
れ
て
、
関
係
大
臣
が
児
童
保
護
規
定
に
特
別
の
諸
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
決
議
す
る
な
ら
ぼ
・
児
童
保

護
規
定
の
拡
大
は
考
慮
し
得
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
外
、
工
場
主
が
リ
ス
ト
作
成
を
怠
っ
た
ば
あ
い
の
罰
則
規
定
が
新
た
に
設
げ
ら
れ

た
。
リ
ス
ト
は
法
律
遂
行
の
た
め
の
重
要
蕎
理
手
臥
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
罰
則
は
・
初
犯
の
ぼ
あ
い
一
～
五
亨
ラ
ー
・
再
犯

以
降
五
～
五
〇
タ
ー
ラ
ー
ま
で
と
冬
れ
、
地
方
警
察
署
に
対
し
、
行
政
的
方
法
に
お
い
て
違
反
者
か
ら
徴
収
さ
れ
得
る
金
額
を
経
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
２
）

と
し
て
、
違
反
者
に
リ
ス
ト
を
作
成
さ
せ
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。

　
以
上
の
審
議
を
集
約
し
て
児
童
保
護
観
定
が
作
成
さ
れ
、
一
八
三
九
年
三
月
九
目
に
国
王
に
提
出
さ
れ
、
一
八
三
九
年
四
月
六
目

　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

の
閣
令
に
よ
り
、
フ
ロ
ィ
セ
ソ
全
土
に
対
す
る
法
的
効
力
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
ブ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
国
家
的
杜
会
政
策

の
開
始
を
告
げ
る
、
ま
た
ド
ィ
ツ
最
初
の
杜
会
政
策
立
法
で
あ
る
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
・

　
こ
の
成
立
過
程
に
お
い
て
注
目
を
惹
く
点
は
、
児
童
保
護
規
定
の
主
要
目
的
が
ニ
ハ
歳
未
満
の
年
少
工
場
労
働
者
の
保
護
に
お
か



れ
て
お
り
・
・
奈
一
て
ド
ィ
ツ
最
初
の
杜
会
政
策
立
法
と
し
て
の
意
義
を
担
う
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、
年
少
労
働
者
保
護
の
観
点

が
教
育
と
軍
事
の
観
点
か
ら
派
生
し
仁
め
、
児
童
保
護
墨
の
成
立
過
程
が
杜
会
政
策
的
色
彩
よ
呈
教
育
政
策
と
軍
事
政
策
の

色
彩
姦
く
帯
び
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
段
で
考
察
す
る
一
八
五
三
年
法
の
成
立
過
程
が
、
「
三
月
革
命
一
姦
静

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

す
る
た
め
の
一
施
策
と
し
て
で
は
あ
れ
、
労
働
者
保
護
の
観
点
を
中
心
に
し
て
い
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

　
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
は
っ
ぎ
の
一
〇
条
か
ら
で
き
て
い
た
。

　
　
工
場
に
お
け
る
年
少
労
働
者
の
雇
傭
に
つ
い
て
の
規
定

　
　
第
一
条
九
督
達
す
る
以
前
に
、
工
場
ま
た
暴
山
業
、
冶
金
所
お
よ
び
砕
鉱
場
に
お
い
て
、
何
人
圭
誓
雇
傭
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ

　
な
い
。

　
　
第
二
条
三
年
間
の
正
規
の
学
嚢
夏
ま
だ
受
げ
て
い
な
い
か
、
差
は
校
長
の
証
明
書
に
よ
つ
て
、
母
国
語
享
与
ら
と
読
む
こ
と
が

　
で
き
・
書
く
こ
と
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
い
者
は
、
一
六
歳
に
達
す
る
以
前
に
上
記
の
施
設
に
お
い
て
正
観
に
雇
傭
さ
れ
る
こ
と

　
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
唯
一
の
例
外
は
・
工
場
主
が
工
場
学
校
の
設
立
と
維
持
に
よ
一
て
、
年
少
労
働
者
の
教
育
を
保
障
す
る
ぱ
あ
い
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
学

校
が
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
・
当
然
に
政
府
に
帰
せ
ら
れ
、
政
府
は
、
こ
の
ぱ
あ
い
学
習
時
問
と
労
働
時
間
の
比
率
を
も
．

　
規
定
し
得
る
。

　
　
第
三
条
　
ニ
ハ
歳
に
た
お
達
し
て
い
た
い
年
少
者
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
お
い
て
一
〇
時
町
以
上
働
か
さ
れ
て
は
な
ら
た
い
。

　
　
地
方
警
察
署
は
・
自
然
現
象
ま
た
は
災
讐
吉
、
上
記
の
嚢
に
お
い
て
正
規
の
営
業
が
中
断
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
労
働
の
必
要
が
増

　
大
し
た
時
、
こ
の
労
働
時
間
の
一
時
的
延
長
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
延
長
は
一
目
一
時
間
の
み
と
し
、
長
く
て
も
四
週
間
認
め
ら
れ
る
。

　
　
第
四
条
前
条
で
規
定
さ
れ
た
労
働
時
問
の
問
に
、
上
述
の
労
働
者
に
対
し
、
午
前
と
午
後
に
時
間
を
与
え
、
し
か
も
毎
回
野
外
に
淳
る
運

　
動
を
保
障
し
た
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
第
五
条
　
こ
う
し
た
年
少
者
の
朝
五
時
以
前
と
夕
方
九
時
以
降
、
た
ら
び
に
。
目
曜
と
祭
目
の
仕
事
は
完
全
に
禁
止
さ
れ
る
。

　
　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
固
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
（
五
八
九
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
（
五
九
〇
）

　
第
六
条
　
ま
だ
聖
ざ
ん
式
を
受
げ
て
い
な
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
労
働
者
は
、
正
式
の
牧
師
が
洗
礼
志
願
者
教
育
と
堅
信
礼
を
受
げ
る
少
年
少
女

に
課
す
る
聖
書
講
義
の
た
め
に
定
め
た
時
間
に
、
上
記
の
施
設
に
お
い
て
働
か
さ
れ
て
は
た
ら
な
い
・

　
第
七
条
　
年
少
者
を
雇
傭
し
て
い
る
上
記
の
施
設
の
所
有
者
は
、
か
れ
ら
の
名
前
、
年
令
、
住
所
、
両
親
名
、
入
杜
日
を
含
む
正
確
か
つ
完
全

な
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
事
務
所
に
保
管
し
、
警
察
署
と
学
務
局
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
す
る
義
務
を
負
う
。

　
第
八
条
　
こ
の
命
令
に
対
す
る
違
反
行
為
は
、
工
場
主
ま
た
は
全
権
を
も
っ
て
い
る
代
表
者
に
対
し
て
、
観
定
に
違
反
し
て
雇
傭
し
て
い
る
児

童
一
人
当
り
一
～
五
タ
ー
ラ
ー
の
罰
金
を
課
す
こ
と
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。

　
第
七
条
に
規
定
さ
れ
た
、
表
に
し
た
リ
ス
ト
の
作
成
お
よ
び
そ
の
継
続
管
理
を
怠
た
れ
ぱ
、
初
回
の
ば
あ
い
一
～
五
タ
ー
ラ
ー
の
罰
金
を
課
す

こ
と
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
を
二
度
侵
害
し
た
ば
あ
い
、
五
タ
ー
ラ
ー
か
ら
五
〇
タ
ー
ラ
ー
ま
で
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
地

方
警
察
署
は
、
い
っ
で
も
リ
ス
ト
を
作
成
さ
せ
る
か
、
補
足
さ
せ
る
権
隈
を
も
っ
。
こ
れ
ら
は
、
違
反
者
が
費
用
を
支
払
っ
て
た
さ
れ
・
費
用
は
・

強
制
的
に
行
政
的
方
法
に
お
い
て
徴
収
さ
れ
得
る
。

　
第
九
条
　
上
述
の
命
令
に
よ
っ
て
就
学
義
務
に
っ
い
て
の
法
的
諸
規
定
は
変
更
を
受
げ
な
い
。
し
か
し
、
政
府
は
、
諸
関
係
が
就
学
義
務
を
有

す
る
児
童
の
工
場
へ
の
雇
傭
を
必
要
な
ら
し
め
る
ば
あ
い
、
授
業
時
間
の
選
択
が
経
営
自
体
を
可
能
な
限
り
妨
げ
な
い
よ
う
に
手
配
を
行
た
う
。

　
第
一
〇
条
衛
生
問
題
と
警
察
お
よ
び
財
政
の
大
臣
に
対
し
て
、
工
勢
労
働
者
の
健
康
と
道
徳
心
の
維
持
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
と

こ
ろ
の
衛
生
警
察
、
土
木
建
築
監
督
局
お
よ
び
風
紀
警
察
特
別
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
る
。
こ
の
さ
い
、
違
反
の
ぼ
あ
い
の
罰
則
は
・

五
タ
ー
ラ
ー
の
貨
幣
罰
ま
た
は
こ
の
額
に
相
当
す
る
禁
鋼
刑
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

　
こ
の
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
を
イ
ギ
リ
ス
に
お
げ
る
一
八
三
三
年
法
（
昌
ｏ
声
罧
¢
。
。
昌
ｏ
ト
…
昌
彗
睾
ｏ
．
Ｈ
８
＜
◎
昌
忘
～
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

畠
。
。
。
。
）
と
比
較
し
て
、
Ｇ
．
．
Ｋ
．
ア
ソ
ト
ソ
は
、
相
違
点
を
三
点
指
摘
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｏ
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
工
場
児
童
を
九
～
二
二

歳
と
二
二
～
一
八
歳
に
区
分
し
、
前
者
の
労
働
時
問
を
一
目
九
時
問
、
週
四
八
時
問
、
後
者
を
一
二
時
問
と
六
九
時
問
と
定
め
て
い

る
の
に
対
し
、
ブ
ロ
イ
セ
ソ
法
で
は
、
九
～
一
六
歳
を
一
括
し
て
一
〇
時
問
と
し
て
い
る
点
。
ｏ
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
綿
・
毛
・
麻
・

絹
工
場
が
適
用
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
〔
絹
の
ば
あ
い
、
一
三
歳
未
満
の
労
働
者
に
－
対
し
、
九
歳
未
満
の
雇
傭
禁
止
と
一
日
九
時
間
の



労
働
時
間
は
適
用
さ
れ
な
い
〕
、
ブ
ロ
イ
セ
ソ
で
は
全
工
場
と
鉱
山
業
、
冶
金
所
、
砕
鉱
場
が
適
用
対
象
と
さ
れ
て
い
る
点
。
ゆ
イ
ギ

リ
ス
で
は
法
律
が
自
由
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
に
お
い
て
（
ぎ
勺
邑
竃
彗
箒
亭
。
・
｛
邑
ｏ
箏
冒
ぴ
・
５
己
）
生
み
出
さ
れ
た
の
に
対
し
、
プ
ロ

イ
セ
ソ
で
は
官
僚
主
義
的
、
専
制
的
政
府
（
Ｏ
ぎ
げ
旨
８
鼻
曇
ぎ
訂
～
茅
Ｏ
巨
Ｑ
ヵ
畳
９
旨
。
・
）
の
決
定
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
点
。

　
最
後
の
点
に
つ
い
て
、
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
は
、
工
業
発
展
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
三
三
年
の
状
態
に
一
八
七

〇
年
代
に
初
め
て
到
達
す
る
ほ
ど
遅
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
保
護
の
点
で
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
工
場
法
を
制
定
し
た

こ
と
は
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
政
府
の
名
誉
で
あ
る
と
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
評
価
は
別
と
し
て
、
工
業
発
展
の
大

巾
な
遅
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
三
三
年
法
に
遅
れ
る
こ
と
僅
か
六
年
で
早
熟
的
に
工
場
法
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
点
と
と
も
に
、

工
場
法
が
イ
ギ
リ
ス
で
は
議
会
立
法
と
し
て
成
立
し
た
の
に
ー
対
し
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
で
は
行
政
の
頂
点
に
立
っ
専
制
的
な
政
府
に
よ
り

制
定
さ
れ
た
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
前
者
が
産
業
革
命
の
進
展
度
の
相
違
と
工
場
法
制
定
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
側
圧
を

示
し
て
い
る
の
に
対
Ｌ
、
後
者
は
市
民
革
命
の
経
過
の
有
無
を
示
し
、
こ
こ
に
両
国
の
経
済
的
発
展
段
階
の
差
と
イ
ギ
リ
ス
の
側
圧

に
よ
る
ブ
ロ
ィ
セ
ソ
エ
場
法
の
早
熟
的
成
立
、
な
ら
び
に
両
国
の
政
治
構
造
の
差
が
明
瞭
に
看
取
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
Ｇ
・
Ｋ
・
ア
ソ
ト
ソ
の
指
摘
す
る
以
上
三
点
の
相
違
点
以
外
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
法
律
の
実
効
を
保
障
す
る
た

め
に
工
場
監
督
官
制
度
が
設
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
プ
ロ
ィ
セ
ソ
で
は
こ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
相
違
が
あ
っ
た
。
一
八

三
九
年
の
児
童
保
護
観
定
が
内
包
し
て
い
た
欠
点
の
う
ち
で
、
こ
の
工
場
監
督
官
制
度
の
欠
如
は
、
後
段
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
８
）

律
を
無
効
に
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
っ
た
。
こ
の
工
場
監
督
官
制
度
の
欠
如
や
そ
の
他
の
法
律
の
欠
陥
が
一

八
五
三
年
法
制
定
の
一
動
機
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
の
考
察
に
移
る
に
先
立
っ
て
、
っ
ぎ
に
一
八
四
五
年
の
営
業
令
に
っ

い
て
の
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
三
月
前
期
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
、
す
な
わ
ち
大
衆
貧
窮
の

　
　
　
三
月
前
期
の
プ
ロ
ィ
セ
ソ
に
お
げ
る
「
杜
会
問
題
」
砲
（
川
本
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
（
五
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
○
（
五
九
二
）

主
要
局
面
を
移
成
し
た
の
が
中
問
層
の
問
題
で
あ
り
、
工
場
労
働
者
を
保
護
す
る
工
場
法
の
制
定
が
先
行
し
た
と
は
い
え
、
三
月
前

期
に
お
け
る
主
要
問
題
は
営
業
令
に
よ
る
中
問
層
対
策
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
中
間
層
間
題
と
工
場
労
働
者
間
題

と
を
、
政
策
立
法
の
次
元
に
お
げ
る
営
業
令
と
工
場
法
の
問
題
と
し
て
、
絡
み
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
市
民
革
命
と
産
業
革

命
と
が
絡
み
合
い
っ
っ
進
行
す
る
ブ
ロ
ィ
セ
ソ
の
特
色
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
八

四
五
年
の
営
業
令
の
考
察
に
す
す
む
こ
と
に
し
よ
う
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

（
１
０
）

（
ｕ
） 　

〇
一
ｈ
一
ト
自
↓
◎
早
　
～
一
凹
一
〇
．
ｉ
ト
ベ
一

　
向
げ
ｑ
ニ
ミ
～
ト
◎
ｏ
．

　
向
げ
｛
一
一
お
一

　
向
げ
ｑ
二
　
お
～
お
一

　
向
茎
・
一
お
・
な
お
、
会
議
へ
の
出
席
者
は
、
文
部
省
の
枢
密
参
事
官
ケ
ラ
ー
と
コ
ル
テ
ユ
ー
ム
（
昌
¢
○
｝
９
昌
ｓ
零
阻
弩
昌
ｏ
ｑ
。
。
註
試

穴
竺
撃
戸
穴
昌
冨
昌
室
『
ま
ｏ
。
く
巨
ぎ
睾
巨
昌
｛
胃
ｑ
暮
ｇ
ユ
９
誌
｝
易
邑
け
ｇ
）
、
大
蔵
省
の
枢
密
財
務
官
ボ
イ
ル
マ
ソ
（
｛
胃
？
ざ
ぎ
¢

里
墨
富
『
ｇ
＜
旨
雰
昌
昌
彗
■
｛
等
｛
易
ヨ
墨
冨
昌
弐
奉
ｏ
ユ
■
昌
）
と
内
務
省
の
参
事
官
ヘ
ッ
セ
（
｛
胃
内
品
げ
昌
謁
。
。
『
ｇ
｝
８
。
。
ｏ
旨
『

｛
蕩
く
－
日
家
胃
旨
昌
｛
霧
Ｈ
昌
¢
昌
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
草
案
を
ブ
ロ
ィ
セ
ソ
全
土
に
施
行
す
る
に
さ
い
し
、
文
部
省
の
政
府
特
別
任
命

委
員
は
、
工
場
児
童
に
た
い
す
る
弊
害
以
外
の
弊
害
に
た
い
す
る
措
置
お
よ
び
各
地
域
に
お
げ
る
特
別
委
員
会
の
設
置
に
ょ
り
、
命
令
の

範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
考
え
た
（
向
茎
二
お
）
。

　
向
げ
ｐ
一
ｇ
一

　
向
げ
ｑ
二
　
ｇ
～
ｓ
一

　
向
ず
ｐ
一
ｓ
．

　
向
げ
ｐ
一
艶
一

　
向
げ
ｑ
一
一
畠
～
邊
．

　
向
げ
ｐ
一
邊
一



（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

　
向
一
己
一
一
邊
～
割
．

　
里
己
二
　
害
一

　
一
八
五
三
年
法
の
成
立
過
程
に
っ
い
て
、
Ａ
・
グ
ラ
ー
デ
ソ
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
二
年
間
、
『
規
定
』
の
目
的
に
か
な
う

変
更
を
施
す
た
め
に
、
政
府
の
多
様
な
努
力
が
つ
づ
げ
ら
れ
た
。
政
府
の
立
場
と
、
経
済
的
利
已
主
義
と
過
度
の
経
済
自
由
主
義
の
代
表

者
に
よ
る
、
労
働
者
の
た
め
の
配
慮
を
口
実
と
」
て
偽
装
し
た
見
解
と
の
対
決
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
国
家
指
導
の
代
表

老
が
、
も
は
や
国
家
の
防
衛
要
求
や
教
育
要
求
に
論
証
根
拠
を
求
め
て
、
そ
こ
に
退
却
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
か
れ
ら

は
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
発
す
る
と
こ
ろ
の
秩
序
を
創
造
す
る
力
と
し
て
、
こ
う
し
た
秩
序
が
崩
壌
す
る
こ
と
に
よ
り
危
殆
に
瀕
し
た
良

風
に
対
す
る
防
波
提
と
し
て
、
杜
会
政
策
的
責
任
と
活
動
に
対
し
て
割
り
当
て
た
課
題
か
ら
、
杜
会
政
策
的
責
任
と
活
動
を
導
き
出
し
た

の
で
あ
る
」
と
（
キ
９
邑
彗
一
串
Ｐ
Ｏ
二
〇
。
＠
）
。

　
こ
の
叙
述
か
ら
注
目
さ
れ
る
点
は
、
Ｗ
・
ヶ
ル
マ
ソ
に
代
表
さ
れ
る
、
年
少
労
働
者
の
保
護
が
窮
極
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
博
愛
主
義

か
ら
生
じ
て
い
る
と
す
る
西
ド
ィ
ツ
歴
史
学
界
に
お
げ
る
一
っ
の
特
徴
的
た
主
張
は
さ
て
お
き
、
一
八
五
三
年
法
が
年
少
労
働
者
保
護
と

い
う
政
府
の
杜
会
政
策
的
責
任
か
ら
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
と
の
比
較
に
お
い
て
、
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
観

定
を
特
徴
づ
け
る
な
ら
ぱ
、
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
は
、
年
少
労
働
者
保
護
の
観
点
よ
り
も
教
育
政
策
と
軍
事
政
策
の
観
点
を
強

く
帯
び
て
成
立
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
一
八
三
九
年
の
児
童
保
護
規
定
の
全
文
は
、
く
竿
○
鶉
ｇ
Ｎ
－
ｏ
っ
～
冒
冒
巨
お
Ｈ
・
◎
。
。
串
Ｈ
塞
～
旨
ｏ
◎
．
９
声
声
ま
◎
ｐ
申
中
○
・
一
覇
～
睾

宛
．
｝
◎
ｏ
ｏ
９
串
串
○
．
一
団
ｑ
．
ド
ｏ
ｏ
ｏ
～
ｏ
岬
．
　
■
．
声
｛
◎
－
り
｝
ｏ
◎
一
Ｐ
申
〇
一
一
　
Ｈ
Ｈ
ｏ
◎
～
Ｈ
Ｈ
卜
　
Ｃ
〇
一
◎
■
ｐ
目
｛
け
　
｝
Ｈ
０
◎
ｏ
ｑ
・
一
Ｐ
串
Ｏ
・
一
仁
蜆
～
仁
ｏ
・
　
た
一
お
、

Ｌ
・
ア
ド
ル
フ
ス
は
、
第
三
条
と
第
九
条
に
っ
い
て
、
Ｋ
・
マ
ル
ク
ス
で
あ
れ
ぱ
、
　
「
資
本
制
的
生
産
の
精
神
は
、
工
場
条
令
中
の
い
わ

ゆ
る
教
育
条
項
の
だ
ら
し
な
い
編
纂
ぶ
り
を
見
れ
ぱ
、
…
…
ま
た
こ
の
法
律
を
も
ぐ
る
た
め
の
彼
等
の
実
際
的
た
手
練
手
管
を
見
れ
ぱ
、

明
白
で
あ
る
」
（
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
部
、
長
谷
部
文
雄
訳
、
青
木
書
店
、
六
五
〇
～
六
五
一
ぺ
ー
ジ
）
と
い
う
で
あ

ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
（
Ｆ
ト
｛
◎
盲
茅
一
串
申
Ｏ
二
〇
０
Ｎ
）
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
一
八
三
三
年
法
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
・
Ｌ
・
ハ
チ
ソ
ズ
、
Ａ
・
ハ
リ
ソ
ソ
、
前
掲
訳
書
、
四
〇
～
四
一
ぺ
－
ジ
。
戸
塚
秀
夫
、

前
掲
書
、
二
六
九
～
二
七
〇
ぺ
ー
ジ
。
を
参
照
せ
よ
。

　
○
．
内
．
ト
ま
◎
Ｐ
Ｐ
串
Ｏ
二
害
～
蜆
・
。
．
た
お
、
年
少
者
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
八
歳
未
満
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
プ
ロ
イ
セ
ソ
で
は
一

三
月
前
期
の
プ
ロ
イ
セ
ソ
に
お
け
る
「
杜
会
問
題
」
砲
（
川
本
）

二
一
二
（
五
九
三
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
九
巻
・
第
四
号
）

　
　
六
歳
未
満
と
さ
れ
た
の
は
、
　
「
ド
イ
ツ
で
は
一
六
歳
で
一
般
的
、
肉
体
的
成
長
は
十
分
」

　
　
～
．
串
○
二
お
ト
）
。

（
１
８
）
事
．
嚢
一
ぎ
彗
Ｐ
ヨ
¢
声
箏
武
お
¢
宗
二
一
§
；
｝
彗
ｏ
ｏ
ｏ
Ｎ
邑
ｏ
◎
葦
ぎ
肯
べ
．

　
二
二
二
（
五
九
四
）

と
み
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

（
ｃ
つ
け
．
団
弩
胃
一


